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ご あ い さ つ 
 

 

 我が国では、近年、少子高齢化の急速な進行、高度情報通

信社会の到来、経済・社会のグローバル化、環境問題や貧困

問題の顕在化、児童虐待をはじめとした社会における安全・

安心の確保等、様々な問題が生じてきています。こうした社

会状況を踏まえて、子どもたちはもちろんすべての人が生涯

にわたって学ぶことができる学習環境の整備が求められてい

ます。 

 国においては、2018（平成 30）年 6 月に「第 3 期教育振 

興基本計画」が策定され、社会の現状や 2030 年以降の変化 

を展望した教育施策の重点事項や、これらを踏まえた基本方 

針が定められました。また、2017（平成 29）年 3 月には幼稚園、小・中学校学習指導要

領の改訂内容が示され、2018（平成 30）年度からは新しい学習指導要領による授業が一

部展開されています。 

 三好市教育委員会においては、2009（平成 21）年に「三好市教育振興計画」を策定し、

2015（平成 27）年に中間見直しをするなど、本市教育の目指すべき方向を明らかにする

とともに、その実現に向けてさまざまな施策に積極的に取り組んでまいりました。しかし、

近年の社会情勢の変化を考慮し、未来を見据えたさらなる実践と挑戦が期待されるところ

であります。 

 そこで、今後予想される教育環境の変化に対応し、本市教育の目指すべき目標を明らか

にするとともに、家庭、学校、地域、行政すべての主体が連携しながら、目標を共有し、

その達成にむけた取り組みを推進するため「第 2 期三好市教育振興計画」を策定いたしま

した。 

本計画では、生涯にわたり市民一人ひとりが幸福で充実した生活を送るため、「いつでも」

「どこでも」「だれでも」が、「いつまでも」学ぶことのできる教育環境の整備や人材育成

等を図るためのさまざまな施策を推進してまいります。市民の皆様におかれましても、三

好市発展の礎となる人づくり、すなわち教育に対しまして、ご理解、ご協力と積極的な参

画をお願いいたします。 

 終わりに、この計画の策定にあたって、長期間にわたりご審議いただき答申をいただき

ました三好市教育振興計画審議会委員の皆様、関係機関の皆様をはじめ、貴重なご意見・

ご提言をいただきました市民の皆様方に心から厚くお礼申し上げます。 

 

2019 年 3 月 

三好市教育委員会 

教育長 竹内 明裕
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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景 
 

三好市（以下、「本市」という。）では、2006（平成 18）年３月１日の町村合併により、市とし

て一貫性のある教育の展開が重要であることから、これまで旧町村で推進してきた教育の一体化を

図りました。また、2006（平成 18）年に改正された教育基本法の理念や新しい本市の「まち」づ

くりの視点から、これまでの教育を点検するとともに、市民の期待に応える教育を推進していくた

め、中・長期的展望に立った「三好市教育振興計画」（第１期計画）を 2009（平成 21）年に策定

し、基本理念である「郷土
ふるさと

を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創造」の実現を目

指し、これまで取り組みを進めてきました。 

第１期計画の見直し年を迎えるにあたり、近年の社会情勢の変化や教育関連法の改正等の教育を

取り巻く状況の変化を考慮し、新たに「第２期三好市教育振興計画」（以下「本計画」という。）と

して策定し、基本理念、基本目標及び施策の体系を改めるとともに、第１期計画の成果と課題に基

づいてその内容を見直しました。 

 

２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、教育課題の解決を計画的・体系的に図るため、本市の教育が目指す方向や推進する施

策を示したものであり、本市の教育の基本的な指針である「三好市教育大綱（2015〈平成 27〉年

度制定）」に掲げた教育理念や基本方針を具現化するため、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づ

く「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として策定しています。策定にあたっては、

国の「第３期教育振興基本計画（2018〈平成 30〉年度～2022 年度）」や、徳島県の「徳島県教育

振興計画（第３期）（2018〈平成 30〉年度～2022 年度）」、その他国・徳島県の関連計画を参酌す

るとともに、本市の市政運営の基本的な指針である「第２次三好市総合計画（2018〈平成 30〉年

度～2027 年度）」をはじめ、「三好市子ども・子育て支援事業計画（2015〈平成 27〉年度～2019

〈平成 31〉年度）」等の関連する計画との整合を図っています。 

 

３ 計画の期間 
 

本計画にある基本構想及び基本計画が対象とする期間は、2019（平成 31）年度から 2028 年度

までの 10 年間とします。基本計画については、中間年度となる 2023 年度に見直しを行うものと

します。 

また、計画の推進にあたっては、進捗状況やその成果・課題を適宜検証するとともに、国・県の

教育改革の動向や社会情勢の変化等を踏まえながら柔軟に対応し、より効果的に行います。 

  

１ 

２ 

３ 
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４ 国の動向 
 

国においては、2018（平成 30）年６月に「第３期教育振興基本計画」が策定され、社会の現状

や 2030 年以降の変化を展望した教育政策の重点事項や、これらを踏まえた基本方針が定められま

した。 

 

５ 県の動向 
 

徳島県教育委員会では、2000（平成 12）年３月に「徳島県教育振興基本構想」（徳島「学び」プ

ラン 21）を策定して以来、2008（平成 20）年 10 月に「徳島県教育振興計画」、2013（平成 25）

年３月には「徳島県教育振興計画（第２期）」（「阿波っ子みらい教育プラン」）を策定し、県の実情

を踏まえた各種教育施策の推進に、総合的かつ計画的に取り組んできました。 

また、2015（平成 27）年 12 月には「徳島教育大綱」を策定し、「とくしまの未来を切り拓く、

夢あふれる『人財』の育成」を基本方針として掲げ、教育、学術、文化及びスポーツの振興に関す

る総合的な施策について、その目標や方向性を定めました。これに伴い、大綱の行動計画として位

置づけられた「徳島県教育振興計画」について、第２期計画の成果と課題を踏まえつつ、大綱で明

確にされた徳島県教育委員会の基本方針に基づき、改めて今後講ずるべき施策等を定めるものとし

て、2018（平成 30）年３月に「徳島県教育振興計画（第３期）」を策定しました。 

 

 

 

本市では、今後急激に進むと予想される人口減少に歯止めをかけるべく、2016（平成 28）

年３月、「三好市人口ビジョン」を発表し、目標とすべき 2040 年の人口を 14,116 人と設定し、

さらにこれを実現するために「三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定して、人口減

少に対して有効と思われる施策を早急に実施することとしました。その中で、特に人口減少を

食い止めるための方策として、高齢者が活躍できる社会づくりや、未来にツケを残さない行財

政の健全化等と並んで、若者が住み、働き、子育てをしたいと思う環境づくりを掲げ、子育て

支援制度の拡充や教育環境の充実が重要であるとしています。 

また、本市は 2018（平成 30）年８月、「第２次三好市総合計画」を策定しました。この計

画の中で、市が行うべき基本施策の一つに「地域性を生かし魅力ある煌めくまち」づくりを定

め、それを実現するための方策として、産業の振興、雇用の創設等とともに、学校教育の充実

以下、青少年の健全育成、生涯学習、文化、スポーツの振興等が重点施策になると位置づけて

います。 

これらのことは、教育行政をつかさどる教育委員会が、市の将来に向けてのまちづくりに対

して重要な役割を担っていることを改めて認識させるものです。本計画の策定にあたっては、

これを十分に理解し、教育の内容の充実を図りながら、若い世代を応援すること、またスポー

ツや文化の振興、生涯にわたって学び続けられる仕組みを作ること等、その方策の一つ一つが

これからの本市を形作っていく上で、どのような意味を持ち、どう貢献していくのかを認識し

た上で、確実に実行されるようにしていかなければならないと考えます。 

４ 

５ 

本市の総合的なまちづくりにおいて本計画が担う役割 
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【資料】三好市 統計・人口（各年度 3 月 31 日）

【資料】三好市 統計・人口（各年度 3 月 31 日）

2,554 2,463 2,393 2,333 2,237 

15,436 14,849 14,323 13,697 13,159 

11,374 11,331 11,312 11,377 11,279 

29,364 28,643 28,028 27,407 26,675 
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（％）

第２章 本市の教育をめぐる現状 
 

１ 人口の推移及び将来推計 
 

（１）人口の推移と推計 
本市の総人口は、年々減少しており、2017（平成 29）年度では 26,675 人となっています。 

３区分別人口割合をみると、年少人口・生産年齢人口割合は低下していますが、老年人口割

合においては上昇しており、2015（平成 27）年度には４割を超えています。 

 

■総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
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893 894 870 849 808 

1,027 979 972 943 918 

634 590 551 541 511 
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【資料】2010（平成 22）・2015（平成 27）年：国勢調査／2020 年～：国立社会保障・人口問題研究所 

【資料】三好市 統計・人口（各年度 3 月 31 日）
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人） ←実績 推計→

 

総人口の推計をみると、人口減少は今後も進行し、2045 年では 11,931 人と 2015（平成 27）

年の半数以下になる見込みとなっています。 

３区分別人口の推計をみると、いずれも減少が続いていますが、特に生産年齢人口において

は、2045 年には 4,607 人と、2015（平成 27）年の約３割まで減少する見込みとなっていま

す。 

 

■総人口・年齢３区分別人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子ども（０～１４歳）の数の推移と推計 

０～14 歳人口の３区分別人口推移をみると、いずれも減少傾向にあります。2017（平成 29）

年度と 2013（平成 25）年度を比較すると、０～５歳は 85 人、６～11 歳は 109 人、12～14

歳は 123 人減少しています。 

 

■０～14 歳人口（３区分別人口）の推移 
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単位：人 

【資料】保育所（園）・認定こども園：三好市

幼稚園：学校基本調査

                                    単位：人

                                    単位：人

単位：人 

２ 就学前・学校教育における子どもの状況 
 

（１）保育所（園）・認定こども園・幼稚園の状況 

本市の 2018（平成 30）年度における保育所（園）、認定こども園の児童数をみると、池田

地域への保育所（園）等の入所児童数が増えてきています。幼稚園では、池田幼稚園が 36 人

ともっとも多く、もっとも少ない園は三縄幼稚園で１人となっています。 

 

■認可保育所（園）【公立】（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

王地 1 3  7  7  5  10 33 

西井川 6 11 17 16 11 7 68 

池田第一 2 20 12 27 16 15 92 

池田第二 1 4  12 8  14 3 42 

政友 2 5  1  7  3  6 24 

上名 1 0  2  1  1  0 5 

合計  13 43 51 66 50 41 264 
 

■認可保育所（園）【私立】（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

大泉 4 17 14 18 16 14 83 

かめの子 7 15 14 13 12 17 78 

合計  11 32 28 31 28 31 161 
 

■認定こども園（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 認定区分 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

三野 
２・３号 1  12  12 17 26  15 83 

１号    1  1  4 6  

西祖谷 
２・３号 1  1  1  1  1  3 8  

１号    1  0  0 1  

東祖谷 
２・３号 0  1  2  1  1  5 10 

１号    0  1  1 2  

合計  2  14  15 21 30  28 110  
 

■幼稚園（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 

 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

辻 - 7 12 19 

西井川 - 0 6 6 

箸蔵 - 5 4 9 

池田 - 21 15 36 

白地 - 7 2 9 

三縄 - 1 0 1 

山城 - 2 2 4 

吾橋 - 1 1 2 

合計 - 44 42 86 
 
 
 

２ 
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【資料】学校基本調査

単位：人・学級

（２）小学校の状況 

小学校別の状況をみると、池田小学校が 323 人（16 学級）ともっとも多く、次いで芝生小

学校で 125 人（８学級）となっています。もっとも児童数が少ない小学校は馬路小学校で５人

（３学級）となっています。 

2010（平成 22）年度からの児童数推移をみると、年々減少し 2018（平成 30）年度では 2010

（平成 22）年度から 369 人減少の 896 人となっています。 

 

■三好市立小学校児童数・学級数（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 

小学校名 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 合計 
児童数 
旧町内訳 

学級数 

王地 5 10 13 12 7 12 59 
184 

8 

芝生 19 20 16 17 23 30 125 8 

辻 9 10 18 12 7 11 67 
129 

8 

西井川 5 12 14 11 11 9 62 8 

箸蔵 15 8 14 11 10 13 71 

461 

8 

池田 54 60 57 51 48 53 323 16 

白地 9 1 4 3 5 2 24 7 

馬路 1 1 1 0 1 1 5 3 

三縄 7 2 6 11 5 7 38 7 

山城 5 11 12 9 9 11 57 
69 

7 

下名 2 1 3 0 6 0 12 5 

檪生 1 2 0 5 4 7 19 
26 

3 

吾橋 0 1 1 1 2 2 7 3 

東祖谷 3 2 5 3 8 6 27 27 7 

合計 135 141 164 146 146 164 896 896 98 
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【資料】学校基本調査（各年度５月１日）

単位：人

 

■三好市立小学校児童数の推移（2010〈平成 22〉年度～2018〈平成 30〉年度） 

 

小学校名 
2010 年度 

（Ｈ22） 

2011 年度 

（Ｈ23） 

2012 年度 

（Ｈ24） 

2013 年度 

（Ｈ25） 

2014 年度 

（Ｈ26） 

2015 年度 

（Ｈ27） 

2016 年度 

（Ｈ28） 

2017 年度 

（Ｈ29） 

2018 年度 

（Ｈ30） 

王地 90 86 88 88 77 80  73 73 59 

芝生 173  164  156  155  161 154  139  132  125 

辻 84 80 75 68 62 60  69 65 67 

西井川 76 77 73 67 72 70  69 66 62 

箸蔵 69 65 62 65 64 66  70 63 71 

池田 317  272  255  253  262  273  297  317  323 

白地 65 55 58 47 37 26  23 19 24 

馬路 27 22 18 16 11 8  6  5  5 

三縄 48 47 45 47 46 52  48 42 38 

山城 76 82 75 74 71 66  66 64 57 

下名 22 32 30 27 27 16  18 12 12 

吾橋 14 14 13 14 13 10  8  9  7 

檪生 31 33 28 31 32 31  26 22 19 

栃之瀬 

東祖谷 

23 21 

45 44 44 39  31 29 27 
落合 15 13 

菅生 5  5  

名頃 2  2  

芝生・太刀野分校 休校  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

井内 28 20 23 19 18 13  14 10 休校 

西山 5  1  廃校  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

佐野 17 14 休校  ―  廃校  ―  ―  ―  ―  

川崎 9  9  8  6  8   休校  ―  ―  ― 

大和 3  休校  ―  ―  廃校  ―  ―  ―  ―  

大野 27 23 18 11 休校  ―  ―  廃校  ― 

政友 19 16 14 11 7  5  4  休校 廃校 

河内 2  休校  廃校  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

西宇 10 休校  廃校  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

上名 8  8  休校  ―  ―  ―  ―  廃校  ―  

西岡 休校  ―  ―  ―  廃校  ―  ―  ―  ―  

善徳 休校  ―  ―  ―  廃校  ―  ―  ―  ―  

和田 休校  廃校  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

合計 1,265 1,161 1,084 1,043 1012 969  961  928  896 
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単位：人・学級

単位：人

【資料】学校基本調査（各年度５月１日）

（３）中学校の状況 

中学校別の状況をみると、池田中学校が 211 人（９学級）ともっとも多く、次いで三野中学

校で 132 人（９学級）となっています。もっとも生徒数が少ない中学校は西祖谷中学校で 15

人（３学級）となっています。 

2010（平成 22）年度からの生徒数推移をみると、年々減少し 2018（平成 30）年度では 2010

（平成 22）年度から 315 人減少の 501 人となっています。 

 

■三好市立中学校生徒数・学級数（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 

中学校名 １学年 ２学年 ３学年 合計 学級数 

三野 45 40 47 132 9 

井川 27 29 24 80 5 

池田 68 70 73 211 9 

山城 13 18 11 42 5 

西祖谷 5 4 6 15 3 

東祖谷 6 3 12 21 5 

合計 164 164 173 501 36 

 

■三好市立中学校生徒数の推移（2010〈平成 22〉年度～2018〈平成 30〉年度） 

 

中学校名 
2010 年度 

（Ｈ22）  

2011 年度  

（Ｈ23）  

2012 年度  

（Ｈ24）  

2013 年度  

（Ｈ25）  

2014 年度  

（Ｈ26）  

2015 年度  

（Ｈ27）  

2016 年度  

（Ｈ28）  

2017 年度  

（Ｈ29）  

2018 年度  

（Ｈ30）  

三野 176  169  160  145 128  117  123  124  132 

井川 124  120  113  106 89  90 77 86 80 

池田 353  358  338  306 272 248  234  219  211 

山城 116  105  99 98 96  80 65 52 42 

西祖谷 21 17 19 14 12  12 13 17 15 

東祖谷 26 21 14 16 20  22 27 22 21 

合計 816  790  743  685 617  569  539  520  501 
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【資料】文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

単位：人

【資料】文部科学省「全国学力・学習状況調査」（各年度４月実施）

（４）不登校児童・生徒の状況 

不登校児童・生徒の状況をみると、小学校は 2012（平成 24）年度まで増加していましたが、

以降は減少傾向にあり、2017（平成 29）年度には２人となっています。中学校は年によって

増減はありますが、2016（平成 28）年度以降は減少しており、2017（平成 29）年度には９

人と、2010（平成 22）年度以降もっとも少なくなっています。 

 

■三好市立小学校・中学校の不登校児童・生徒数の推移（2010〈平成 22〉年度～2017〈平成 29〉年度） 

 

 
2010 年度 

（H22） 

2011 年度 

（H23） 

2012 年度 

（H24） 

2013 年度 

（H25） 

2014 年度 

（H26） 

2015 年度 

（H27） 

2016 年度 

（H28） 

2017 年度 

（H29） 

小学校 2 4 7 6 2 3 2 2 

中学校 29 23 12 12 21 25 24 9 

合計 31 27 19 18 23 28 26 11 

 

 

（５）小・中学生の学力・学習の状況 

①全国学力・学習調査における教科区分別平均正答率 

全国学力・学習調査における教科区分別平均正答率を全国及び徳島県と比較したところ、小

学校６年では、過去３年をみると、「国語」は『同程度』、「算数」が『低い』、「理科」は『や

や低い』という傾向となっています。 

 

■小学校 6 年の正答率（2016〈平成 28〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 72.9％ 75.9％ 高い 国語Ｂ 57.8％ 56.5％ 同程度 

算数Ａ 77.6％ 76.9％ 同程度 算数Ｂ 47.2％ 45.0％ 低い 

 

■小学校 6 年の正答率（2017〈平成 29〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 74.8％ 75％ 同程度 国語Ｂ 57.5％ 56％ やや低い 

算数Ａ 78.6％ 76％ 低い 算数Ｂ 45.9％ 46％ 低い 

 

■小学校 6 年の正答率（2018〈平成 30〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 70.7％ 70％ 同程度 国語Ｂ 54.7％ 54％ 同程度 

算数Ａ 63.5％ 61％ 低い 算数Ｂ 51.5％ 50％ 低い 

理 科 60.3％ 59％ やや低い     

※Ａ問題：基礎学力の調査を目的とする内容／Ｂ問題：活用力の調査を目的とする内容 

※理科は３年毎に実施する。 
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【資料】文部科学省「全国学力・学習状況調査」（各年度４月実施）

 

中学校３年では、過去３年をみると、「国語」は『高い』から若干の低下がみられるものの、

「数学」、「理科」は『高い』という傾向となっています。 

 

■中学校 3 年の正答率（2016〈平成 28〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 75.6％ 75.7％ 高い 国語Ｂ 66.5％ 64.4％ 高い 

数学Ａ 62.2％ 64.9％ 高い 数学Ｂ 44.1％ 44％ 高い 

 

■中学校 3 年の正答率（2017〈平成 29〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 77.4％ 78％ 高い 国語Ｂ 72.2％ 71％ 高い 

数学Ａ 64.6％ 67％ 高い 数学Ｂ 48.1％ 49％ 高い 

 

■中学校 3 年の正答率（2018〈平成 30〉年度） 

 全 国 徳島県 三好市  全 国 徳島県 三好市 

国語Ａ 76.1％ 77％ やや高い 国語Ｂ 61.2％ 60％ 同程度 

数学Ａ 66.1％ 69％ 高い 数学Ｂ 46.9％ 47％ 高い 

理 科 66.1％ 67％ 高い     

※Ａ問題：基礎学力の調査を目的とする内容／Ｂ問題：活用力の調査を目的とする内容 

※理科は３年毎に実施する。 
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【資料】文部科学省「全国学力・学習状況調査」（2018〈平成 30〉年４月実施）

②全国学力・学習状況調査における学習状況 

「家で学校の宿題をしていますか」では、『している』が小学校（91.0％）・中学校（88.8％）

ともに徳島県・全国を上回っています。「家で学校の予習をしていますか」では『している』

が前年より大幅に上昇し、小学校（32.4％）・中学校（21.9％）ともに徳島県・全国を上回り

ました。 

 

■家で学校の宿題をしていますか。        ■家で学校の予習をしていますか。 
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（％）

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

家で学校の予習を「している」 

【小学校】     【中学校】 

三好市：10.5％   三好市： 4.7％ 

徳島県：16.6％   徳島県： 9.0％ 

全 国：16.3％   全 国：11.3％ 

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

家で学校の宿題を「している」 

【小学校】     【中学校】 

三好市：90.1％   三好市：86.5％ 

徳島県：89.6％   徳島県：74.1％ 

全 国：88.0％   全 国：67.7％ 
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【資料】全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
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【資料】全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

（６）小・中学生の体力の状況 

①小学生の体力・運動能力 

小学生における 2013（平成 25）年度からの５年間の体力合計点の推移をみると、男子・

女子ともに上昇傾向にありましたが、2017（平成 29）年度では前年度を下回っています。

また、全国及び徳島県と比較すると男子は 2015（平成 27）年度以降上回って推移しており、

女子は 2013（平成 25）・2015（平成 27）・2016（平成 28）年度に上回っています。 

 

■体力合計点（平均値）の推移（小学校 5 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中学生の体力・運動能力 

中学生における 2013（平成 25）年度からの５年間の体力合計点の推移をみると、男子・

女子ともに年によって増減はありますが、2017（平成 29）年度は前年度を下回っています。

また、全国及び徳島県と比較すると男子は 2016（平成 28）年度を除いて低い傾向にあり、

女子は 2013（平成 25）・2015（平成 27）・2016（平成 28）年度に全国及び徳島県を上回

っていますが、2017（平成 29）年度では下回っています。 

 

■体力合計点（平均値）の推移（中学校 2 年） 
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【資料】文部科学省「全国学力・学習状況調査」（2018〈平成 30〉年４月実施）
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（７）小・中学生の生活の状況 

「毎日同じぐらいの時刻に寝ていますか」では、前年は中学校が徳島県・全国ともに下回っ

ていましたが、2018（平成 30）年は小学校・中学校ともに徳島県・全国を上回っています。

「毎日同じぐらいの時刻に起きていますか」では、『している』が小学校・中学校ともに徳島

県・全国を上回っていますが、割合はともに低下しています。「朝食を毎日食べていますか」

では、『あてはまる』が小学校・中学校ともに徳島県・全国を上回っていますが、中学校は前

年より低下しています。 

 

■毎日同じぐらいの時刻に寝ていますか。    ■毎日同じぐらいの時刻に起きていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■朝食を毎日食べていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

毎日同じぐらいの時刻に「寝ている」 

【小学校】     【中学校】 

三好市：40.8％   三好市：28.8％ 

徳島県：34.7％   徳島県：29.3％ 

全 国：38.2％   全 国：31.1％ 

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

毎日同じぐらいの時刻に「起きている」 

【小学校】     【中学校】 

三好市：62.5％   三好市：61.2％ 

徳島県：58.3％   徳島県：57.5％ 

全 国：58.9％   全 国：56.3％ 

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

朝食を毎日「食べている」 

【小学校】     【中学校】 

三好市：86.2％   三好市：84.7％ 

徳島県：85.2％   徳島県：82.9％ 

全 国：87.0％   全 国：82.7％  
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【資料】文部科学省「全国学力・学習状況調査」（2018〈平成 30〉年４月実施）
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３ 学校・家庭・地域との連携 
 

（１）地域とのかかわり 

「今住んでいる地域の行事に参加していますか」において、小学校では『あてはまる』と『ど

ちらかといえばあてはまる』の合算値が７割を超えていますが、中学校では徳島県・全国を上

回っているものの、５割以下となっています。 

 

■今住んでいる地域の行事に参加していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

※2017（平成 29）年４月実施の結果  

今住んでいる地域の行事に「参加している」 

（『あてはまる』と『どちらかといえばあては

まる』の合算値） 

【小学校】     【中学校】 

三好市：56.6％   三好市：44.1％ 

徳島県：51.2％   徳島県：28.7％ 

全 国：62.6％   全 国：42.1％  
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単位：講座・人

単位：冊・人

【資料】三好市

【資料】三好市

４ 生涯学習・文化・スポーツの状況 

 

（１）生涯学習 

生涯学習講座状況についてみると、自主講座は 47 講座、正規講座は 42 講座開催されてお

り、登録人数はそれぞれ 793 人、1,083 人となっています。 

中央・井川図書館の蔵書・利用状況についてみると、蔵書数と登録人数は増加傾向にあるも

のの、貸出冊数においては減少傾向となっています。 

 

■生涯学習講座状況（2017〈平成 29〉年度） 

館名 三野公民館  井川公民館  中央公民館 山城公民館  
西祖谷 

公民館 

東祖谷 

公民館 

地区館

講座 
合計 

講座別  
自主

講座 

正規

講座 

自主

講座 

正規

講座 

自主

講座 

正規

講座 

自主

講座 

正規

講座 

正規 

講座 

正規 

講座 

正規 

講座 

自主 

講座 

正規 

講座 

講座数  8  11  21  8  14  6  4  2  1  2  12  47  42  

登録人  132  119  227  112  381  560  53  34  11  19  228  793  1,083 

 

 

■中央・井川図書館の蔵書・利用状況 

 

項目 館名 2016（平成 28）年３月 2017（平成 29）年３月 2018（平成 30）年３月 

蔵書数  
中央 64,045 

123,662 
66,473 

123,499 
68,829 

127,206 
井川 59,617 57,026 58,377 

登録人数 
中央 6,095 

13,626 
6,332 

13,981 
6,549 

14,300 
井川 7,531 7,649 7,751 

貸出冊数 
中央 59,440 

103,605 
55,788 

101,196 
52,653 

91,925 
井川 44,165 45,408 39,272 

 

 

  

４ 
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※合計欄の( )内は、重複分を除いた指定等の件数 【資料】三好市

※合計欄の( )内は、重複分を除いた指定等の件数 【資料】三好市

単位：件

単位：件

（２）歴史・文化振興 

地区別指定文化財数についてみると、池田町がもっとも多く 38 件（国指定 7、県指定 12、

市指定 19）、次いで東祖谷が 31 件（国指定 4、県指定 9、市指定 18）となっています。 

指定区分別の件数では、国指定 19 件、県指定 34 件、市指定 70 件で、合計 123 件の指定等

文化財があります。 

ただし、このうち国指定天然記念物（地質鉱物）「大歩危小歩危」及び国指定名勝「大歩危

小歩危」で山城町、西祖谷山村、池田町がそれぞれ地区を跨いでの指定となっているため指定

箇所数としては重複しています。このことから、国指定等文化財の合計件数は、国指定天然記

念物（地質鉱物）と国指定名勝の重複分を除き 15 件となります。 

また、県指定では天然記念物（地質鉱物）「祖谷、三名の含礫片岩」が山城町と西祖谷山村

での指定となっているため、重複分を除き合計件数は 33 件となります。 

このことから、指定等文化財の実総件数は、国指定 15 件、県指定 33 件、市指定 70 件の合

計 118 件となります。 

 

■三好市の地区別指定等文化財数一覧（2018〈平成 30〉年３月１日現在） 

 

指定等 三野町 井川町 池田町 山城町 西祖谷山村 東祖谷 合計 

国指定 1  1  7 2  4  4 19（15） 

県指定 1  3  12 4  5  9 34（33）  

市指定 2  11  19 11  9  18 70（70）  

合計 4  15  38 17  18 31 123（118） 

 

 

■三好市の種別・地区別文化財数一覧（2018〈平成 30〉年３月１日現在） 

 

種別 三野町 井川町 池田町 山城町 西祖谷山村 東祖谷 合計 

有形文化財  1  6  27  4 3  19 60（60）  

民俗文化財  1  2  4 3 8  1 19（19） 

記念物  2  7  7  9 7  10 42（37）  

伝統的建造物群 0  0  0  0 0  1 1（1）  

文化財の保存技術 0  0  0  1 0  0 1（1）  

合計 4  15 38  17 18 31 123(118) 
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【資料】三好市

 

■三好市の無形民俗文化財一覧（2018〈平成 30〉年３月１日現在） 

指定 名称  指定年月日  所在地  所有者・管理者  

国  西祖谷の神代踊  
1976（昭和 51）年
５月４日 

西祖谷山村  神代踊保存会  

県  山城の鉦踊  
1954（昭和 29）年
８月６日  

山城町粟山他  粟山鉦踊保存会他３団体 

県  有瀬かぐら踊り  
2001（平成 13）年
５月 11 日  

西祖谷山村有瀬  有瀬かぐら踊り保存会  

市  馬路神宮寺の常念仏供養 
1976（昭和 52）年
４月１日  

池田町馬路  馬路集落 

市  
熊野神社並びに両皇神社
のモモテ 

1981（昭和 56）年
11 月 22 日  

山城町下名  下名百手保存会  

市  大月のちょうさ  
1997（平成９）年
11 月 11 日  

山城町大月  大月太鼓保存会  

市  川崎三所神社の獅子太鼓 
1963（昭和 38）年
10 月 14 日  

三好市池田町川崎 
三所神社 

川崎獅子太鼓保存会 

市  大平の獅子舞  
1987（昭和 62）年
１月３日  

三野町太刀野山  大平の獅子舞保存会 

市  井内の雨乞踊り 
1988（昭和 63）年
５月 17 日  

井川町井内  井内雨乞踊保存会 

市  上吾橋の音頭踊り 
1988（昭和 63）年
８月２日  

西祖谷山村上吾橋  祖谷音頭踊り保存会 

市  重末八幡神社の獅子太鼓 
2002（平成 14）年
10 月１日  

西祖谷山村重末  八幡獅子太鼓保存会  

市  
一宇平崎神社のだんじり
太鼓 

2004（平成 16）年
６月 16 日 

西祖谷山村一宇  平崎だんじり太鼓保存会 
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単位：人

【資料】三好市

【資料】三好市

※チャレンジデー：午前０時から午後９時までの間で、15 分以上継続して運動やスポーツを実施した人の参加率

（％）を競う住民総参加型のイベント。歩く・体操する・スポーツをするなど、身体を動かし

て、必ず集計本部に電話やＦＡＸで報告をしていただきます。個人でも、グループでもかまい

ません。 

単位：施設

（３）スポーツ振興 

住民総参加型のイベント「チャレンジデー」では、2018（平成 30）年度の参加で 13 回目

を迎え、2017（平成 29）年度より参加率は 2.4 ポイント上昇し約 64％となっています。 

本市のスポーツ施設についてみると、池田町が 10 施設ともっとも多く、本市全体では 30

施設となっています。また、施設の種別では多目的広場（グラウンド）が 11 施設ともっとも

多くなっています。 

 

■チャレンジデー成績一覧  

 2016（平成 28）年度 2017（平成 29）年度 2018（平成 30）年度 

市名 
（県名） 

三好市 
名寄市 

（北海道） 
阿久根市 

（鹿児島県） 
三好市 

鳴門市 
（徳島県） 

三好市 
藤崎町 

（青森県） 

人口  28,184 28,614 21,882 27,620 59,529  26,877 15,184 

参加者数  17,698 17,463 8,126 17,125 38,115  17,300 10,722 

参加率  62.8％ 61.0％ 37.1％ 62.0％ 64.0％ 64.4％ 70.6％ 

備考  
金メダル
（勝利） 

  金メダル  金メダル  

 

 

 

 

 

■三好市のスポーツ施設一覧（2018〈平成 30〉年４月現在） 

種別 三野町  井川町  池田町  山城町  西祖谷山村  東祖谷  合計 

体育館 1  0 2  1  1  0 5 

テニスコート 1  0 0 0 0 0 1 

野球場 0 0 1  1  0 0 2 

ゲートボール場 1  1  0 0 1  0 3 

サッカー場 2  0 0 0 0 0 2 

アーチェリー場 0 1  0 0 0 0 1 

グラウンドゴルフ場 0 1  0 0 0 0 1 

柔剣道場 0 1  0 0 0 0 1 

多目的広場（グラウンド） 2  2  5  1  1  0 11 

水泳プール 0 0 2  0 0 0 2 

パークゴルフ場 1  0 0 0 0 0 1 

合計 8  6  10  3  3  0 30 
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【資料】いけだスポーツクラブ

 

■「いけだスポーツクラブ」教室等一覧（2018〈平成 30〉年度） 

サークル・教室名 種目 対象者 
人数

（人） 

ジュニアバレーボール教室 バレーボール 小学生 25 

キッズサッカー＆フットサル教室 サッカー・フットサル 幼児 20 

カワイげんきアップたいそう教室 多種プログラム 幼児・小学生 28 

ヒーロー養成教室 

ハンドボール 小・中学生 38 

バレーボール 小・中学生 30 

野球 中学３年生 30 

レスリング 幼児・小・中学生 21 

レッツ体力つくり 健康増進 一般 24 

ロコモ予防／貯筋運動実践教室 市内出前教室 
筋力アップ介護予防教室 

健康増進 一般・高齢者 28 

フライングディスク教室 フライングディスク 障がい者・高齢者 10 

肩こり予防＆リフレッシュ体操 筋力アップトレーニング 一般 26 

グラウンドゴルフ（オープンスクール） グラウンドゴルフ 一般・高齢者 26 

ヨーガ教室 ヨーガ 一般 80 

さわやかママさん体操教室 多種プログラム 乳・幼児＆ママ 28 

エコツーリズム・史跡巡りウォーキング教室 健康増進 一般 36 
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低下している

40.5 

38.1 

41.8 

低下している

とは思わない

31.4 

38.3 

29.3 

わからない

27.3 

20.1 

27.1 

不明・無回答

0.8 

3.6 

1.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

【凡例】

一般市民

（N=121)

小・中保護者

(N=1,098)

保幼認保護者

（N=447)

５ 各種調査結果等からみえる現状と課題 

 

（１）アンケート調査 

■調査概要 

【調査期間：2017（平成 29）年 12 月 28 日（木）～2018（平成 30）年１月 19 日（金）】 

調 査 票 調査方法 
調査対象者数 

（配付数） 

有効回収数

（Ｎ） 
有効回収率 

一般市民用 
郵送による 

配付・回収 
300 件 121 件 40.0％ 

小・中学生保護者用 
通っている学校を 

通じた配付・回収 
1,191 件 1,098 件 92.2％ 

保育所（園）・幼稚園・ 

認定こども園児童保護者用 

通っている所/園を 

通じた配付・回収 
549 件 447 件 81.4％ 

 

【スコア分類による分析について】 

回答肢（満足度） 満足 やや満足 やや不満 不満 

回答肢（重要度） 重要 やや重要 あまり重要ではない 重要ではない 

スコア値 ＋２点 ＋１点 －1 点 -２点 

「満足度」、「重要度」については、以下の方法で回答結果をポイント化し、それぞれのスコアの

平均値を基準として、スコア値を 4 つのセグメントに分類しました。 

 

■調査結果（一部抜粋） 

 

子どもたちの道徳心や公共心について 

子どもたちの、学校や社会のきまりを守ることなどの道徳心や、社会やみんなのためを思うとい

う公共心について、どのように感じているかについてみると一般市民、保育所（園）・幼稚園・認

定こども園児童保護者ではともに「低下している」が 40.5％、41.8％ともっとも高く、次いで「低

下しているとは思わない」が 31.4％、29.3％となっています。 

小・中学生保護者では「低下しているとは思わない」が 38.3％ともっとも高く、次いで「低下し

ている」が 38.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 
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低下していると思う道徳心や公共心 道徳心や公共心を身につけるにはどうしたよいと思うか 

※前設問で「低下している」を選んだ方のみ回答 

53.1 

51.0 

51.0 

53.1 

46.9 

32.7 

0.0 

0.0 

0.0 

51.7 

44.0 

63.6 

38.8 

35.4 

29.2 

1.2 

2.2 

0.2 

44.9 

50.3 

60.4 

39.6 

36.4 

29.9 

1.1 

1.6 

0.0 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0

あいさつや言葉づかい

などの礼儀作法

よいことと悪いことの区別

（善悪の判断）

がまん強さ（忍耐力）

他人への思いやり

ルールやきまりを守ること

助け合いの気持ち

わからない

その他

不明・無回答

【一般市民(N=49)】 【小・中保護者(N=418)】

【保幼認保護者(N=187)】

(％)

68.6 

38.8 

76.9 

38.0 

36.4 

1.7 

0.8 

0.8 

57.7 

42.0 

69.7 

29.0 

34.8 

1.8 

2.8 

5.0 

65.8 

43.8 

71.6 

32.9 

36.7 

1.1 

4.0 

2.7 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

学校での教育を充実させる

（命を大切にする、他人を

思いやる、善悪の判断など）

学校での社会体験学習を充実

させる（地域での

体験学習、職場体験など）

家庭での教育を確実にする

（しつけ、あいさつをするなど

社会常識を身につける）

家庭以外で大人が子どもに厳

しく指導する（いけないことはい

けないと指導する）

地域社会で、よい生き方の

モデルとなる大人と触れ合う

機会を増やす

わからない

その他

不明・無回答

【一般市民（N=121)】 【小・中保護者(N=1,098)】

【保幼認保護者（N=447）】

(％)

低下していると思う道徳心や公共心について／道徳心や公共心を身につけるための方法について  

道徳心や公共心のどんなところが低下していると思うかについてみると、一般市民では「あいさ

つや言葉づかいなどの礼儀作法」「他人への思いやり」が 53.1％、小・中学生保護者と保育所（園）・

幼稚園・認定こども園児童保護者では「がまん強さ（忍耐力）」がそれぞれ 63.6％、60.4％ともっ

とも高くなっています。 

子どもたちが、学校や社会のきまりを守ることなどの道徳心や、社会やみんなのためを思うとい

う公共心を身につけるには、どうしたらよいと思うかについてみると、一般市民、小・中学生保護

者、保育所（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者いずれも「家庭での教育を確実にする（しつ

け、あいさつをするなど社会常識を身につける）」がそれぞれ 76.9％、69.7％、71.6％ともっとも

高くなっています。 
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1

2

3

4
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6
7

8

9

0.80

0.90

1.00
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1.50

1.60

1.70

1.80
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重
要
度

満足度

高

低

高低

平均値:0.37

平均値:1.31

ⅡⅠ

Ⅲ Ⅳ

1

2

3
4

5

6 7

8

9

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

重
要
度

満足度

平均値:1.34

平均値:0.50
高

低

高低

ⅡⅠ

Ⅲ Ⅳ

1

2
3

4

5

6
7

8

9

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

重
要
度

満足度

平均値:1.39

平均値:0.48

高低

高

低

ⅡⅠ

Ⅲ Ⅳ

一般市民（N=121） 小・中保護者（N=1,098） 

保幼認保護者（N=447） 

三好市教育施策における『重要度』及び『満足度』について 

三好市教育施策における『重要度』及び『満足度』について、一般市民、小・中学生保護者、保

育所（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者すべてにおいて、重要度が高く満足度が低い取り組

み（Ⅰ）は「開かれた学校教育を支える支援体制の強化」となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 重要度【高】満足度【低】 Ⅱ 重要度【高】満足度【高】 

Ⅲ 重要度【低】満足度【低】 Ⅳ 重要度【低】満足度【高】 

 

  

番号 施策内容 一般市民 小・中 保幼認 

1 共に生きる社会づくりと人権文化の創造 Ⅳ Ⅲ Ⅳ 

2 地域伝統文化の振興・継承と文化財の保護・活用 Ⅳ Ⅳ Ⅳ 

3 豊かな生涯スポーツ社会の実現 Ⅳ Ⅲ Ⅲ 

4 地域の特性を生かした特色ある学校づくり Ⅱ Ⅳ Ⅳ 

5 「生きる力」を育む学校教育の充実 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

6 開かれた学校教育を支える支援体制の強化 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

7 適正規模、適正配置に考慮した学校教育の推進 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 

8 安心で安全な施設設備の整備・充実 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

9 情報化社会に対応した教育環境の充実 Ⅳ Ⅱ Ⅰ 
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86.4 

8.5 

0.0 

0.9 

0.1 

4.1 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

毎日会話をしている

顔を合わせれば会話をしている

電話やメールでコミュニケーションをとっている

会話をあまりしない

その他

不明・無回答

小・中保護者(N=1,098)
(％)

43.8 

34.7 

41.3 

44.6 

41.3 

11.6 

48.8 

0.8 

0.8 

48.1 

19.4 

32.1 

40.5 

41.9 

5.6 

38.3 

2.1 

4.6 

52.8 

21.9 

37.6 

38.0 

53.7 

5.1 

32.0 

0.7 

1.3 

 0.0  20.0  40.0  60.0

保護者が子どもに対する教育

の方法や心がまえを学ぶ

保護者同士が教育について

話し合える機会をつくる

保護者がしつけや教育について

相談できる場所をつくる

子どもが保護者以外の大人（祖父母、

近所の人）と触れ合う機会を増やす

子どもが保護者と一緒に、様々な

体験ができる機会を増やす

学校や塾など外部の教育機関に

対するしつけや教育の依存をやめる

子どもが保護者から、がまんする

ことや協調することの大切さを学ぶ

その他

不明・無回答

【一般市民（N=121）】 【小・中保護者(N=1,098)】

【保幼認保護者（N=447）】

(％)

お子さんとの会話頻度について 〔小中保護者〕 

お子さんとどれくらい会話をするかについてみると、「毎日会話をしている」が 86.4％と８割以

上となっており、次いで「顔を合わせれば会話をしている」が 8.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

「家庭の教育力」をより高めるために必要な取り組みについて  

「家庭の教育力」をより高めていくために、どのような取り組みが必要だと思うかについてみる

と、一般市民では「子どもが保護者から、がまんすることや協調することの大切さを学ぶ」が 48.8％、

小・中学生保護者では「保護者が子どもに対する教育の方法や心がまえを学ぶ」が 48.1％、保育所

（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者では「子どもが保護者と一緒に、様々な体験ができる機

会を増やす」が 53.7％とそれぞれもっとも高くなっています。 
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28.0 

35.6 

30.2 

5.6 

44.7 

34.2 

33.6 

15.2 

13.9 

8.5 

17.0 

5.4 

6.9 

0.4 

0.9 

1.6 

 0.0  25.0  50.0

遊びを中心とした様々な

経験ができるようにする

基本的な生活習慣を身につける

ことを家庭と保育所や幼稚園が

連携して行う

文字を使ったり、数字を数えたり

するなどの知的な

教育を行うようにする

保護者に家庭での教育の大切さ

について知ってもらう

自分やまわりの人を大切にする

心や態度を育てる

感性・創造力など子どもの個性

を伸ばすようにする

きまりを守り、よいことをしようと

する心や公共心、

社会性を高める

体力を高め、たくましさを

養うようにする

地域の人やいろいろな

人とのかかわりを

深めるようにする

保育所と幼稚園の連携を

深めることで、就学前教育の

質を高める

小学校との連携を深め、

子どもの育ちを連続して

見守るようにする

安全教育や防災教育を

充実する

教職員や保育士に対する

研修を充実させるなど、

資質向上をはかる

わからない

その他

不明・無回答

保幼認保護者(N=447)

(％)
52.6 

17.4 

18.1 

21.6 

17.9 

50.1 

11.9 

2.0 

13.9 

2.5 

14.9 

3.0 

12.2 

21.3 

3.7 

11.9 

5.5 

3.1 

0.9 

1.8 

33.3 

19.9 

18.8 

26.6 

16.6 

60.0 

13.6 

1.3 

18.3 

3.4 

13.9 

2.7 

14.8 

15.0 

3.6 

6.3 

7.4 

4.3 

0.2 

1.6 

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0

子どもの学力向上

基本的な生活習慣の定着

道徳心の向上

人権を大切にする心や態度を育てる

将来に向けて仕事への意欲や

理解を身につける

子どもが自ら考え、主体的に

判断する力をつける

国際理解教育や外国語教育の推進

科学技術の土台となる理数教育の充実

いじめや不登校、問題行動の

予防と解決体制の充実

特別支援学級との交流学習

パソコンや情報機器の活用力の向上

音楽会や美術展など芸術活動の機会の増加

地域の自然や文化、人との触れ合い活動

子どもの体力向上

安全教育や防災教育

教職員の資質向上

保育所・幼稚園、小学校、中学校がそれぞれ

連携し、円滑に進級できるようにする

園児・児童・生徒、またその保護者一人ひとり

の悩みや問題に対しての相談事業の充実

その他

不明・無回答

【小・中保護者

(N=1,098)】

【保幼認保護者

（N=447）】

(％)

就学前教育において力を入れてほしいこと 小学校・中学校の教育において力を入れてほしいこと 

就学前教育において力を入れてほしいことについて 〔保幼認保護者〕 

小学校・中学校の教育において力を入れてほしいことについて 〔小中保護者／保幼認保護者〕 

就学前教育（小学校入学前までの教育）において、これからどのようなことに力を入れてほしい

と思うかについてみると、「自分やまわりの人を大切にする心や態度を育てる」が 44.7％ともっと

も高くなっています。 

小学校・中学校の教育において、どのようなことに力を入れてほしいと思うかについてみると、

小・中学生保護者では「子どもの学力向上」が 52.6％、保育所（園）・幼稚園・認定こども園児童

保護者では「子どもが自ら考え、主体的に判断する力をつける」が 60.0％とそれぞれもっとも高く

なっています。 
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69.9 

52.0 

16.5 

29.7 

21.5 

21.1 

6.8 

21.6 

2.5 

1.5 

2.4 

71.4 

53.7 

14.8 

29.3 

22.8 

21.3 

7.2 

21.3 

3.4 

1.8 

1.3 

 0.0  50.0  100.0

個々の子どもの特性にあった支援

友だちや集団とのかかわりのなかで

ともに育ちあう環境の整備

他の学校との交流や共同学習の推進／

他の教育・保育施設との交流や

共同学習の推進

就学に関する相談体制や

進路指導の充実

特別支援教育を理解する

ための啓発活動

関係機関の連携による

支援の充実

安全教育や防災

教育の充実

教職員や保育士などの

指導力向上

わからない

その他

不明・無回答

【小・中保護者(N=1,098)】

【保幼認保護者（N=447）】
(％)

64.5 

24.8 

28.9 

31.4 

32.2 

14.9 

19.8 

0.8 

4.1 

61.1 

24.1 

19.5 

30.5 

27.4 

7.6 

10.8 

2.5 

9.2 

65.8 

26.2 

18.3 

40.5 

28.4 

7.2 

9.4 

1.8 

5.8 

 0.0  50.0  100.0

市民が文化・芸術に

触れられる機会の充実

文化・芸術に関する

情報の提供

文化・芸術活動に

関する指導者の育成

文化・芸術関係の教室の開催

サークルなどの文化・芸術

活動団体への支援の充実

市の歴史の調査・研究と

情報の提供

文化財・歴史資産の

保護と活用

その他

不明・無回答

【一般市民（N=121）】

【小・中保護者(N=1,098)】

【保幼認保護者（N=447）】

(％)

特別支援教育において三好市として 

取り組むべきこと 
三好市の文化・芸術活動をより充実させるために

必要な取り組み 

特別支援教育において三好市として取り組むべきことについて 〔小中保護者／保幼認保護者〕 

三好市の文化・芸術活動をより充実させるために必要な取り組みについて 

特別支援教育について、三好市として取り組むべきことは何だと思うかについてみると小・中学

生保護者、保育所（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者ともに「個々の子どもの特性にあった

支援」がそれぞれ 69.9％、71.4％ともっとも高くなっています。 

三好市の文化・芸術活動をより充実させていくために、どのような取り組みが必要だと思うかに

ついてみると、一般市民、小・中学生保護者、保育所（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者い

ずれも「市民が文化・芸術に触れられる機会の充実」がそれぞれ 64.5％、61.1％、65.8％ともっと

も高くなっています。 
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三好市のスポーツ振興において今後

力を入れてほしいこと 

今後の生涯学習環境において市が

力を入れるべきこと 

31.4 

31.4 

26.4 

24.8 

9.9 

50.4 

11.6 

5.8 

5.0 

24.8 

5.8 

1.7 

3.3 

40.2 

29.1 

24.3 

25.9 

16.0 

37.4 

15.0 

3.8 

3.4 

19.9 

8.1 

0.9 

5.1 

34.2 

27.7 

26.2 

26.8 

37.1 

40.0 

12.5 

2.9 

4.9 

18.3 

7.2 

1.3 

3.1 

 0.0  20.0  40.0  60.0

施設の開館時間の延長や

利用手続きの簡素化

講座や教室数の増加

指導者の確保・育成

休日や夜間などの

講座の充実

託児つき講座の充実

気軽に学習に取り組める

雰囲気づくり

学習・活動成果が

生かせる場づくり

学習・活動に関する

相談体制の充実

学習・活動情報の

一元的管理・提供

学校施設の活用

大学など教育機関や

企業との連携

その他

不明・無回答

【一般市民（N=121）】 【小・中保護者(N=1,098)】

【保幼認保護者（N=447）】

(％)
12.4 

22.3 

7.4 

7.4 

33.9 

18.2 

5.8 

12.4 

26.4 

3.3 

18.2 

4.1 

19.0 

16.5 

5.0 

6.6 

8.3 

7.4 

10.7 

0.8 

2.5 

12.7 

32.8 

15.8 

9.0 

26.3 

13.8 

3.1 

9.9 

30.8 

2.9 

34.1 

7.2 

7.0 

4.6 

0.9 

3.6 

3.7 

11.9 

2.9 

1.6 

6.6 

12.1 

49.7 

13.2 

6.7 

28.6 

15.7 

4.0 

13.4 

41.4 

2.2 

26.2 

3.4 

5.1 

2.5 

2.0 

3.6 

4.5 

12.3 

4.5 

1.3 

3.4 

 0.0  50.0  100.0

スポーツ・レクリエーションに

関する情報提供の充実

スポーツ教室・大会・

イベントの充実

学校体育施設の充実

学校体育施設の市民

開放の推進と充実

公共スポーツ施設の充実

指導者・スタッフ・

ボランティアの充実

健康・体力づくりの

相談機会の確保

総合型地域スポーツクラブ

の育成・支援

子どもたちの外遊びの推進

青少年の健全育成

子どもたちの体力向上

競技スポーツの振興

高齢者の健康と交流の場づくり

地域の健康水準の改善

（介護予防・寝たきり防止）

団塊の世代への対応

障害のある人の

スポーツ活動の充実

市民と協働した

スポーツ環境づくり

親子や家族の交流

世代間交流の促進

その他

不明・無回答

【一般市民（N=121）】 【小・中保護者(N=1,098)】
【保幼認保護者（N=447）】

(％)

三好市のスポーツ振興において今後力を入れてほしいことについて 

今後の生涯学習環境において市が力を入れるべきことについて 

三好市のスポーツ振興について、今後どのような点に力を入れてほしいと思うかについてみると、

一般市民では「公共スポーツ施設の充実」が 33.9％、小・中学生保護者では「子どもたちの体力向

上」が 34.1％、保育所（園）・幼稚園・認定こども園児童保護者では「スポーツ教室・大会・イベ

ントの充実」が 49.7％とそれぞれもっとも高くなっています。 

今後、生涯学習の一環として、人々が学びたいときに学べるようにするために、市はどのような

ことに力を入れるべきだと思うかについてみると、一般市民と保育所（園）・幼稚園・認定こども

園児童保護者では「気軽に学習に取り組める雰囲気づくり」がそれぞれ 50.4％、40.0％、小・中学

生保護者では「施設の開館時間の延長や利用手続きの簡素化」が 40.2％ともっとも高くなっていま

す。 
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（２）関係者ヒアリング調査 

■調査概要 

【調査日：2018（平成 30）年３月 14 日（水）】 

対象者 担当地区 実施場所 

学校支援ボランティア 

（コーディネーター） 

井川地区 市立辻小学校（２階 会議室） 

池田地区 三好市教育委員会（１階 会議室） 

 

■調査結果（一部抜粋） 

①学校支援ボランティアで実施していること 

【井川地区】 

・学校によって異なるが、昔の遊びや読み聞かせ、人形劇、紙芝居、芋の植え付けからできた

芋で団子づくり、茶摘み体験、またミシンの使い方指導等、学校の要望に応じて幅広く実施

している。辻小学校では現在、食育に力を入れている。 

【池田地区】 

・日々の見守り活動の他、土曜日教室でミシンの使い方指導や俳句、英会話の授業等を行って

いる。時代に合わせたニーズに対応し、実施している。 

・学校支援ボランティアの旗を作成し、地域への啓発として学校等に立ててもらっている。 

 

②学校支援ボランティアに関する課題や希望 

【井川地区】 

・若い人たちにもっと参加してほしい。そのためにも、活動の周知が必要だと思う。市の広報

に掲載しているが、実際は学校単位での参加呼びかけが多い。 

・幅広い活動を推進するため、保険等も含め、活動費用を確保していただきたい。 

・広域における取り組みについて運営協議会で話はあったが、まだ実際の活動には至っていな

い。 

・「学校」と「家庭」、「学校」と「地域」の連携はできているが、「家庭」と「地域」の連携が

十分ではないと感じる。 

【池田地区】 

・ボランティア登録者の名簿が古くなっている。整理し、更新をお願いしたい。 

・運営協議会で新規事業の希望を出しているが、小規模校は地域とのつながりが強く、元々様々

な取り組みを行っているところが多い。 
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③子どもたちの道徳心や公共心について 

【井川地区】 

・あいさつについて、井川地区は市内でもできている方だと思う。 

・子どものがまん強さは欠けてきていると感じているが、環境がそうなっているところが大き

いと思う。（子どもががまんしなければならないことが少ない。） 

【池田地区】 

・あいさつについて、以前よりできていると感じている。地域の人の方が、子どもたちに応え

てあげるべきだと思う。 

・今の子どもたちに不足している公共心や、それを培うのに必要なコミュニケーション能力向

上のために、学校支援ボランティアの活動が求められていると思う。 

 

④第２期三好市教育振興計画に期待すること 

【井川地区】 

・スポーツ振興について、子どもの数が少ない学校ではチームが組めず、野球やサッカー等が

できない現状にある。気軽にスポーツができる場づくりを進めていただきたい。 

・就学前の乳幼児が、体操等をすることができる育み事業があればと思う（東みよし町にはあ

る）。公民館や体育館等を活用し、身近な地域で開催できれば、参加もしやすいのではないか。 

・食育を推進しているが、子どもたちに対してというより、保護者への教育という意味合いが

強い。こうした取り組みを通じ、「学校」「家庭」「地域」が相互に連携する体制づくりを進め

ていくことが必要だと思う。 

【池田地区】 

＜アンケート調査結果について＞ 

・重要度が高く満足度が低い施策について、どのような形でも構わないので、追加で調査する

べきと考える。この結果を計画に反映することが重要だと思う。 

・「『生きる力』を育む学校教育の充実」や「子どもの居場所づくり」の評価が低くなっている

が、学校支援ボランティアとして活動を行っているところである。一般の人からは見えない

部分が多いのではないかと感じる。 

＜第２期三好市教育振興計画について＞ 

・三好市の子どもたちに将来どのような人になってほしいか、その将来像（理想）を考え、そ

れに沿って計画を推進していくべきと考える。 

・郷土愛について、学校支援ボランティア等の活動を通じ、地域とのつながりを学ぶことで育

まれるものと考える。 

・地域における学校ニーズが変化しており、今後も変化していくのではないかと考える。その

ような変化に対応していくことが求められていると思う。 
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（３）活動者調査 

■調査概要 

【調査日：2018（平成 30）年５月 28 日（月）～2018（平成 30）年６月 10 日（日）】 

対象団体   

学校教育指導員（エドバイザー） 
三好市スポーツ推進委員・箸蔵
体育協会 

青少年補導員会 

特定非営利活動法人そらのまち
図書館 

祖谷山研究会 加羅宇多姫伝説保存会 

辻まち生活圏活性化協議会   

 

■調査結果（一部抜粋） 

活動をするうえでの問題点や課題、もっとこうすれば活動しやすい、参加しやすいと思うこと

がありましたら教えてください。 

メンバーの高齢化が進み、新規加入者を補充することが、難しくなってきている。 

訪問することでどのくらい学校現場に成果が出ているのかが不安である（あった）。 

人が少ないので大変。仕事をしながらの練習やイベント時の人員の確保が年々厳しくなってい

る。また、活動経費も不足している。 

三好市文化振興基本計画に盛り込まれた基本施策が、文字に書いたまま。これをチェックし、

進行管理をするシステムが構築できていない。 

図書館は立地条件はとても大切なので、立地によっては、もっと図書館に来てもらえる。 

高齢者を対象とした仕事が多いが、教委や社協、長寿福祉課等の関係する機関の横の連携が必

要と思うときがある。 

休日に行事が重なることが多く、支障が出ることも多いのが…。 

スポーツ推進委員個々にもう少し意識向上を図っていきたい。 

 

三好市教育の基本理念「郷土（ふるさと）を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創

造」について、どのように思われますか。 

基本理念としては、ふさわしいと思うが、教育は地域の方々の協力があって初めてできるもの。

広く市民に理解協力を得られるような方策を講じてほしい。 

ふさわしいと思う。 

三好市は広い。祖谷から三野までの子どもたちがそれぞれに郷土を愛せる、心豊かな教育実践

を理念に！ 

三好市教育振興計画策定に少しばかり関わりましたが計画と現場の先生とのギャップが少々感

じられました。 

人が生まれたまちで幸せに生きる、生きている人々の生きざまを紹介し、自分の生き方につい

て考える機会等があれば良いと思う。ふるさとを知るにあたって、テーマを決めて学習する・

発表する等、将来住んでみたい、住んで良しになるためのきっかけづくりもあれば良い。 

全面的に賛同する。変更の必要はない。 

昨今、都会から移住者なども増え、郷土のあたたかさを改めて認識する人も多いので、子ども

のうちから郷土を大切に感じてくれる心を育む教育をしてほしいと思う。 

難しい。十分に語ることができないが、郷土愛が薄れているのは感じる昨今である。しかし、

基本理念を謳うならば現在の理念以上のものはないのではないか。私は現在の理念でいいと思

うが… 
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三好市の教育は、今後どのように推進されていくことが望ましいと思いますか。 

各地区の文化の継承をして、子どもから老人に三好市の歴史を語れる場を持ってほしい。 

数十年先を見通した教育施設の整備、教育の質を高めるための環境づくり。 

学力の向上が第一だと思う。そのためには、学校現場の意識及び共通理解が大切。どんどん外

部から風を入れる。 

小規模校の子どもたちへの区別ない配慮が必要ではないでしょうか。 

少子化に伴う対策を早期にわかりやすく提示し、未来展望が可能な方策を出していく。 

地域の文化財を生きた教材として活用すること、そのために大人が取り組む姿勢を見せること

の必要性。 

SNS など、今やすぐにでも世界とつながることができる一方、顔の見えない相手とのやり取り

で簡単に人を傷つけることもできてしまう。そうではなく、相手に対し尊重の心をもてるよう

な教育をしていくことが望ましい。 

学校・保護者はもちろん、地域全体で見守りながら育ててあげたらと思う。子どもには将来が

ある。 

 

貴団体（あなた）は、三好市の教育振興のために、今後どのような協力ができると思いますか。 

従来通り。 

学校からの要請があれば協力していきます。 

若い父母が教育活動に関心をもち、いろいろな行事に参加してもらえるよう啓蒙したいと思い

ます。 

希望があれば出前公演も行います。 

教職員の研修（特に初任者や転入者）への協力。 

生涯学習の場として、多種多様なニーズに応えていけるよう協力していきたい。 

今日まで身につけている経験は活かせると思う。 

 

その他、三好市の教育に関して、ご意見やご要望等がありましたら、ご自由にお書きください。 

・一人ひとりの個性を大切にした教育を望みます。 

・できる限りの予算を投入してください。お金がないからできないと言わず。 

・教育は大胆であれ。 

有職による審議会の調査・審議のもと、その建議を受け、策定後は文字に書いたままでなく、

チェックと進行管理システムの構築が必要である。 

人権、相手を思いやる心を育む教育を推進してほしい。 

子ども達は地域の宝です。明るい子に育つようさらに努力をされたり、また、大人も常に研鑚

を重ね、分別ある行動をとり、社会教育活動に取り組みましょう。そのために、市ではいろん

な情報提供・行事を開催してほしい。（市民大学講座の講師は良い。もう少し教育面を強化して

ほしいが。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●高齢化等による担い手不足が課題となっています。人員確保のために団体やその活動の一層の

周知を図るとともに、市民が参加しやすい環境を関係各所が連携して整備していくことが必要です。 

●基本理念実現のためには、子どもの頃から三好市のよさを実感し、郷土愛を育てる取り組みが重

要であり、その取り組み推進のためには、広く市民の理解と協力を求めていくことが必要です。 

●少子化の進行を見据えた教育方針の確立と、伝統文化の継承等の地域の取り組み（地域教育）

が求められます。また、教育の質を高めていくことが必要です。 

●計画の PDCAサイクルをしっかり遂行できる体制の構築を図るとともに、一層の教育振興のため、多

様な情報や学ぶ機会の提供が求められます。 
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（４）第１期計画の進捗と評価 

（１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

【重点施策】   【進捗と評価】 

共に生きる社会づくり

と人権文化の創造 

  市民大学講座等の生涯学習講座の開催や図書館の充実等を

通じて、市民の生きがいづくりや学びを支援するとともに、

人権教育推進講演会を開催するなど、人権教育を推進し、 

市民の人権意識の向上を図ってきました。また、三好市特

別支援連携協議会や支援員制度の充実を図り、適切な特別

支援教育を展開してきました。 

今後、ソフト面においては、各種取り組みのさらなる充実

を図るとともに、ハード面においては、公共施設の再配置

計画を進めながら、バリアフリーですべての人にやさしい

整備を図っていくことが必要です。 
     

 
    

地域文化の振興・継承と

文化財の保護・活用 

  地区の行事やまつりだけでなく、学校を通じて、子どもた

ちに地域文化や伝統芸能の継承を図ってきました。また、

文化財の調査・発掘・保存に努めるとともに、まち歩きマ

ップを作成するなど、その普及啓発を図ってきました。文

化的活動では、市民文化祭等の市民参加型活動やオーケス

トラ演奏会、各種文化講演等を通じ、市民の文化芸術活動

の支援及び意識向上を推進してきました。 

今後は、これまでの事業を継続しながら新たな発展へ結び

つく取り組みを始めるとともに、学校現場との連携は不可

欠なものとして、さらなる充実を図ることが必要です。 
    

 
    

豊かな生涯スポーツ社

会の実現 

  毎月のチャレンジデーの普及啓発を図るとともに、スポー

ツ推進委員 20 名を任命するなど、スポーツ活動の推進及

び人材育成を図ってきました。また、三好市スポーツ施設

整備基本構想により、施設の耐震化、修繕、改築等を年次

的、計画的に推進してきました。 

今後も継続して各種取り組みを実施し、さらなるスポーツ

ライフの基盤づくり、人材育成に努めるとともに、施設の

有効活用の推進、及び利用促進に努めることが必要です。

また、総合型地域スポーツクラブについては、池田地区以

外の設立ができていないため、全地区設立のためのさらな

る指導・支援が求められます。 
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（２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

【重点施策】   【進捗と評価】 

地域の特性を生かした

特色ある学校づくり 

  ナンバーワン・スクール※１の実現を目指し、各学校におけ

る長期的目標の明確化を図り、特色ある学校づくりを推進

するとともに、ステップアップ・スクール※２の推進のため、

ICT 支援員やエドバイザー※３制度を活用し、積極的な支

援・助言を行ってきました。また、学校支援ボランティア

制度の拡充を図るなど、学校と地域の連携強化に努めてき

ました。 

今後も学校・家庭・地域が一体となった活力と特色ある学

校教育を推進し、適切な学校評価のもと、年次的・計画的・

継続的な実践が求められます。 
    

    

「生きる力」を育む学校

教育の充実 

  各校の実態に基づいた学力向上実行プランを策定し、学力

の定着・読書習慣・家庭学習習慣の確立に努めるとともに、

豊かな心を育成するため、小・中学校において道徳教育の

指導計画を作成し、基本的生活習慣の確立及び道徳心の向

上を図ってきました。また、県の「子どもの体力向上アク

ションプラン」に基づき、各校の実態に応じた取り組みを

実施してきました。 

今後も確実な学力の定着や体力の向上、また、豊かな心、

生きる力の育成のために、学校・家庭・地域の連携及び個々

の教員の協働により、学校教育の一層の充実を図ることが

必要です。 
    

 
    

開かれた学校教育を支

える支援体制の強化 

  総合的な学習の時間等の講師として地域の人を招くなど、

地域の教育力を活用した体験学習を推進するとともに、学

校評価を広くＨＰ等で公表するなど、地域ぐるみで学校改

善を目指す学校運営を推進してきました。また、「早寝・早

起き・朝ご飯」運動や「家庭の日」の普及啓発により、家

庭の教育力の向上に努めてきました。 

今後も、総合的な学習の時間を通じて、地域の人的・物的

資源を活用するとともに、新たな地域資源を発掘していく

ことが必要です。また、より開かれた学校づくりを展開し、

さらなる地域の教育力の向上を目指すことが求められま

す。 
    

※１ ナンバーワン・スクール＝三好市教育委員会が打ち出した特色を生かした学校づくりの名称。それ
ぞれの学校で重点的に取り組みたいテーマについて、数値目標をたてナンバーワンを目指すという
学校づくりのこと。 

※２ ステップアップ・スクール＝三好市教育委員会が打ち出した特色を生かした学校づくりの名称。ナ
ンバーワン・スクールを目指すための目標を設定する学校づくりのこと。 

※３ エドバイザー＝三好市教育委員会が学力向上対策、教科指導、及び生徒指導上の様々な問題点等に
ついて学校や教職員を側面から支援するために委嘱している学校教育指導員のこと。Education（エ
デュケーション・教育）Adviser（アドバイザー・助言者）の造語。 
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（３）豊かな「学び」を支援 する教育環境の整備・充実 

【重点施策】   【進捗と評価】 

適正規模、適正配置に向

けた学校統合の推進 

  保護者の要望等も考慮しつつ、小学校の適正配置について

検討するとともに、一貫教育やチェーンスクール等、望ま

しい小・中学校の連携強化及び一体化教育について検討・

推進してきました。また、認定こども園に向けた保育所・

幼稚園の再編の検討を進め、就学前教育の充実及び小学校

教育への円滑な接続に努めてきました。 

今後は、小規模校が抱えている問題点を明確にし、学校間

の連携や小中連携・小中一貫教育の推進を検討しながら地

域の意向に留意しつつ、適正配置に向けた取り組みも進め

ることが求められます。 
    

 
    

安心で安全な施設設備

の整備・充実 

  学校（園）防災ネットワーク会議を年２回開催し、防災意

識や危機管理意識の醸成に努めるとともに、災害時に危険

性のあるつり天井の解消を進めてきました。また、地域や

関係機関との連携を強化し、子どもの安全確保を目指した

組織的、機動的な防犯体制の整備を図ってきました。食育

の推進と地産地消においては、徳島県食育推進計画（第 3

次）に基づき、学校・家庭・地域が連携して、学校におけ

る食育を推進してきました。 

今後は、子どもたちが安全に学校生活を送れるよう、躯体

（建物を支える骨組部分）以外の耐震化について検討を進

めるなど、防災・減災対策の強化を図るとともに、スクー

ルガードや児童の登下校時の見守り活動等、地域等との協

働による取り組みを一層推進することが必要です。また、

子どもたちや保護者の食に関する意識向上のため、食育の

さらなる充実が求められます。 
    

 
    

情報化社会に対応した

教育環境の充実 

  電子黒板を全普通教室に整備し、デジタル教科書を活用し

た授業を実施するなど、ICT 教育環境の充実とその活用を

図るとともに、小学校２校にＩＣＴ教育支援員を派遣する

など、教職員のＩＣＴ指導力の育成及び向上に努めてきま

した。また、子どもが犯罪やトラブルに巻き込まれること

を防止するため、情報モラル教育の徹底を図ってきました。 

今後も教育委員会としての指導、研修等を実施するととも

に、プログラミング教育に対応できる教員の育成に努める

など、引き続き情報化社会に対応した教育環境の充実に向

けて各種取り組みを推進することが求められます。 
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（５）課題のまとめ 

（１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

  ●本市では高齢化が年々進行しており、2030 年には 65 歳以上の人口比率が 50.9％となり、

総人口の５割を超えると予測されています。 

●市民が学びたいときに学べるようにするために、「気軽に学習に取り組める雰囲気づくり」

が求められています。（アンケート調査） 

●本市の文化・芸術活動をより充実させていくために、「市民が文化・芸術に触れられる機会

の充実」が必要との声が多数寄せられています。（アンケート調査） 

●「重点施策の『地域伝統文化の振興・継承と文化財の保護・活用』では、文化・芸術活動が

含まれているように見えないので再考をお願いしたい」との意見が出ています。（教育振興

計画審議会） 

●スポーツ振興においては、「公共スポーツ施設の充実」「スポーツ教室・大会・イベントの充

実」を求める声が多数寄せられています。（アンケート調査） 

また、「気軽にスポーツができる場づくりを進めてほしい」との意見が出ています。（関係者

ヒアリング調査） 

●総合型地域スポーツクラブについては、池田地区以外の設立ができていないため、全地区設

立のためのさらなる指導・支援が求められます。（第１期計画の進捗と評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

  ●本市では少子高齢化、人口流出による人口減少が加速度的に進行しており、2045 年には総

人口が 11,931 人になると予測されています。 

●郷土愛の醸成について、「子どものうちから郷土を大切に感じてくれる心を育む教育をして

ほしい。」との意見が出ています。（活動者調査） 

●「『学校』『家庭』『地域』の連携による取り組みについて、『学校』と『家庭』、『学校』と『地

域』の連携はできているが、『家庭』と『地域』の連携が十分ではないと感じる」との意見

が出ています。また、「『学校』『家庭』『地域』が相互に連携する体制づくりを進めていくこ

とが必要」との意見が出ています。（関係者ヒアリング調査） 

●子どもたちの道徳心や公共心について、「低下している」と約４割の方が感じている状況で

す。「家庭での教育を確実にする」ことが求められています。（アンケート調査） 

●「今の子どもたちに不足している公共心や、それを培うのに必要なコミュニケーション能力

向上のために、学校支援ボランティアの活動が求められていると思う」との意見が出ていま

す。（関係者ヒアリング調査） 

市民がいつまでも元気で、自分らしく、いきいきとした生活を送ることができるよう、生涯を通じて「い

つでも」、「どこでも」、「だれでも」、「いつまでも」学び、社会参加できる生涯学習社会の実現が求め

られます。そのための「学び」の場所や機会の提供、施設の整備、また市民のニーズに即した事業

の展開を図ることが必要です。 
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●重要度が高く満足度が低い取り組みは「開かれた学校教育を支える支援体制の強化」となっ

ています。（アンケート調査） 

●開かれた学校教育を支える支援体制について、総合的な学習の時間を通じて、地域の人的・

物的資源を一層活用するとともに、新たな地域資源を発掘していくことが必要です。また、

より開かれた学校づくりを展開し、さらなる地域の教育力の向上を目指すことが求められま

す。（第１期計画の進捗と評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

●本市では子どもの数が年々減少しており、2045 年には年少人口（０～14 歳）が 855 人と、

2015（平成 27）年（2,326 人）の約 37％にまで減少する見込みです。 

●本市の小学校・中学校では、児童・生徒数の少ない小規模校が増えているとともに、近年、

小学校においては休校・廃校が続いています。 

●「地域における学校ニーズが変化しており、今後も変化していくのではないかと考える。そ

のような変化に対応していくことが求められていると思う」との意見が出ています。（関係

者ヒアリング調査） 

●就学前教育において力を入れてほしいと思うことでは、「自分やまわりの人を大切にする心

や態度を育てる」が強く求められています。（アンケート調査） 

●「小規模校の子どもたちへの区別ない配慮が必要」との意見が出ています。（活動者調査） 

●小中学生の３割以上が「携帯電話やスマートフォンを持っている」という状況になっていま

す。（アンケート調査） 

●「SNS など、今やすぐにでも世界とつながることができる一方、顔の見えない相手とのやり

取りで簡単に人を傷つけることもできてしまう。相手に対し尊重の心をもてるような教育を

していくことが望ましい。」との意見が出ています。（活動者調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

活力ある市の維持・発展のためには、次代を担う子どもたちが本市の魅力を実感することで、愛着

や誇りを醸成し、本市に住み続けたいという思いを持つことが重要です。そのため、地域資源を最大

限活用したふるさと教育や地域特性を活かした体験学習等の充実が求められます。また、確実な

学力の定着や体力の向上、また、豊かな心、生きる力の育成のために、学校・家庭・地域が一体と

なった活力と特色ある学校教育を推進するとともに、より開かれた学校づくりを展開し、さらなる地域

の教育力の向上を目指すことが必要です。 

子どもの数が減少し、小規模校が増えている現状を踏まえ、学校同士や保幼小中、また学校・家

庭・地域のさらなる連携・協力体制を整備するとともに、学校の適正配置等、子どもたちや保護者、

地域にとって最適かつ有効な手段を検討することが必要です。また、就学前教育・保育の充実や

安全・安心な教育環境の整備に努めるとともに、ＩＣＴ・ＩｏＴ教育や外国語教育等、時代の変化に柔

軟に対応した教育の推進が求められます。 
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第３章 本市が目指す教育 
 

１ 本市教育の基本理念 
 

本市は剣山をはじめとする緑豊かな山々に雄大な吉野川、大歩危峡や黒沢湿原等の美しい自然を

有する風光明媚な地です。また、四国一の面積を誇る本市には、大きく 6 つの地区があり、各地区

それぞれの特色と、歴史が息づく伝統芸能や文化財が数多く現存しています。こうした豊かな自然

や伝統的文化財を次の時代に継承し、発展させるためには、まず、郷土
ふるさと

を愛し、郷土
ふるさと

に誇りをもて

る市民の育成が重要です。  

また、少子高齢化、過疎化が加速度的に進行する中で、これからの時代を展望した時、すべての

市民が生涯にわたって自ら学び、豊かで充実した人生を送ることができる生涯学習社会の実現が求

められます。そのためには、それぞれの学習ニーズや「学び」の状況に応じた教育が展開できるよ

うに、生涯学習の視点に立った教育理念のもとで教育を推進する必要があります。 

これらの考えのもと、本計画では、第１期計画で掲げた基本理念を継承するものとします。 

 

  【基本理念】 

 

郷土
ふ る さ と

を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
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基 本
目標 

基本方針 重点施策 施策の基本的方向 

一
人
ひ
と
り
が
輝
く
、
活
力
あ
る
教
育
の
推
進 

楽しく、生きがい

あふれる 

生涯学習の 

推進 

共に生きる社会づくりと

人権文化の創造 

「学び」の支援と生涯学習環境の整備・充実 

人権文化の創造とノーマライゼーション社会の実現 

魅力ある 

文化振興の推進 

地域文化・伝統行事の振興と継承 

文化財の保存と活用 

市民の文化・芸術活動の推進 

豊かな生涯スポーツ

社会の実現 

市民スポーツ活動の充実と青少年の健全育成 

「総合型地域スポーツクラブ」の推進 

スポーツ施設の有効活用と整備充実 

たくましく、未来

にはばたく子ども

の育成 

特色ある学校づくり 

ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ・ｽｸｰﾙ及びｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ・ｽｸｰﾙの推進 

郷土を愛し郷土に誇りをもてる子どもの育成 

地域の教育力を活用した体験学習の推進 

「生きる力」を育む

学校教育の充実 

「確かな学力」を確立する学習指導の推進 

豊かな心を育成する教育の充実 

たくましい体と健康づくりの推進 

開かれた学校教育を

支える支援体制の 

強化 

学校支援活動・地域活動の担い手の確保 

学校評価システムの推進 

家庭の教育力向上の推進 

豊かな「学び」を

支援する 

教育環境の 

整備・充実 

適正規模、適正配置

を考慮した 

学校教育の推進 

ネットワークを活用した連携教育の推進 

学校間の連携の推進 

就学前教育・保育の充実 

安全・安心な教育 

環境の整備 

公共施設等の耐震化の推進 

ユニバーサルデザインの推進 

市民の安全を守る教育・活動の推進 

時代の変化に対応 

した教育の推進 

ＩＣＴ・ＩｏＴ教育の推進  

情報モラル教育の推進と青少年の保護 

国際化社会に対応できる外国語教育の推進 
   

三好市教育振興計画 基本構想 

三好市教育振興計画基本理念 

郷土
ふ る さ と

を愛し、生涯を通して「学び」を実現する教育の創造 

基本理念達成の視点 
生涯を通して、自ら学ぶ「ひとづくり」 

生涯を通して､共に学べる「環境づくり」 

徳島教育大綱 
基本方針 

とくしまの未来を切り拓く 

夢あふれる「人財」の育成 

三好市総合計画基本理念 

自然が生き活き、人が輝く 

交流の郷 三好市 

～あふれる笑顔と未来
あ し た

のために～ 

２nd action 

三好市教育大綱 
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２ 基本目標 
 

「一人ひとりが輝く、活力ある教育の推進」 

三好市総合計画では、本市の将来像を「自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市」と定めて

います。 

これは、本市の豊かな自然と多くの歴史的文化遺産、そして、恵まれた観光資源を活かしながら、

自然と人が共に生き、かつ、共に活かされる郷土(ふるさと)づくりを目指したものです。そのため

教育面においても、安心、安全でゆとりと潤いのある学習環境の中で、一人ひとりの「学び」の意

欲を高めながら、自らの個性や能力を磨くことのできる教育の展開が求められます。 

家庭教育、学校教育、社会教育の三者が、「支え合い」、「助け合い」、「つながり合い」の連携・

協働を行うことで、共に相乗効果を図りながら、それぞれの教育力を向上させる活力ある教育の取

り組みが重要となります。 

 

３ 基本方針 
 

本市では、これから目指すべき教育の柱を「生涯学習」、「学校教育」、「教育環境」の３つと定め、

実態を踏まえながら、地域の特性を生かした魅力ある教育を推進します。  

  

（１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

市民が生涯を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」、「いつまでも」学び、社会参加

できる生涯学習社会の実現を目指します。  

  

（２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

「豊かな心」、「確かな学力」、「健やかな体」等の「生きる力」の育成を図るため、地域の特性

を生かした特色ある学校づくりを推進します。  

  

（３）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

安全で安心して学べる教育施設の整備と、教育の質を高めるための教育環境の整備・充実を推

進します。 

 

 

  

２ 

３ 



39 

４ 重点施策 
 

基本理念及び基本目標の精神に則り、基本方針にそれぞれ３つの重点施策を定め、特に重点をお

いて積極的な教育行政を推進します。  

  

（１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

生涯学習の推進では、市民が生涯を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」、「いつま

でも」学び、社会参加できる生涯学習社会の実現を目指し、特に「人権教育」、「伝統文化・文化

的活動の振興及び文化財の保護」、「スポーツ振興」の３つを重点施策として、次のように取り組

んでいきます。 

 

① 共に生きる社会づくりと人権文化の創造 

② 魅力ある文化振興の推進 

③ 豊かな生涯スポーツ社会の実現 

 

（２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

学校教育の推進については、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」等の育成を図るため、

特に「特色ある学校づくり」、「生きる力の育成」、「学校の支援体制」の３つを重点施策として、

次のように取り組んでいきます。 

 

① 特色ある学校づくり 

② 「生きる力」を育む学校教育の充実 

③ 開かれた学校教育を支える支援体制の強化 

 

（３）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

教育環境の整備・充実の推進については、安全で安心して学べる教育施設と教育の質を高める

教育環境づくりのために、特に「学校規模」、「施設設備」、「情報教育」の３つを重点施策として、

次のように取り組んでいきます。 

 

① 適正規模、適正配置を考慮した学校教育の推進 

② 安全・安心な教育環境の整備 

③ 時代の変化に対応した教育の推進 

 

 

  

４ 
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取り 

組み 

現状 
・ 

課題 

第４章 施策の展開 
 

１ 楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 
 

（１）共に生きる社会づくりと人権文化の創造 

市民がいつまでも元気で、自分らしく、いきいきとした生活を送ることができ、多

くの市民が積極的に学び、互いを思い合える社会をつくるためには、市民ニーズに応

えた魅力ある講座を開催するとともに、子育てや健康、防災等に関すること等、社会

的課題の解決に資する内容の講座を、より一層充実させることが大切です。一方で、

生涯学習の活動の場となる地域の公民館は老朽化が激しく、指定避難所としての位置

づけからも、計画的な修繕・改築が必要となっています。 

「障害者差別解消法」の施行により、インクルーシブ教育※１が推進される中、すべ

ての子どもが同じ場で、ともに学ぶ場や機会を提供できる体制の整備が必要となりま

す。アンケート調査では、特別支援教育において三好市として取り組むべきこととし

て、「個々の子どもの特性にあった支援」についての意見が多くみられており、特別支

援教育の充実を図ることが求められています。さらに、誰もが住みやすいと感じられ

るまちであるために、昨今取り上げられているさまざまな人権問題に対する施策を展

開する必要があります。 
 

① 「学び」の支援と生涯学習環境の整備・充実 

② 人権文化の創造とノーマライゼーション※２社会の実現 
 

①「学び」の支援と生涯学習環境の整備・充実 

生涯学習環境の充実 

・多様化する市民ニーズに柔軟に対応できるよう、市民大学講座をはじめとする生涯学

習講座の内容や実施場所を検討し、市民の生きがいづくりや生涯学習活動の拠点づく

りに取り組みます。 

・地域資源を活用した学習や体験を通して、郷土愛の醸成を図るとともに、芸術文化や

社会教育に関する団体や教育グループ、趣味サークルが自主的に活動する拠点づくり

に取り組みます。 

 

※１ インクルーシブ教育＝障がいの有無を問わず、すべての子どもが共に学ぶことを理念とする教育の

こと。 

※２ ノーマライゼーション＝すべての人が地域で同じように生活をすることを当然とする社会の考え方

のこと。 

 

１ 
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図書館の整備と図書館機能の充実 

・蔵書の充実や住民にとって「利用したい」図書館づくりを推進するとともに、図書館

における自主イベントを積極的に開催します。 

・多くの利用者が求める新鮮で魅力的な図書・雑誌・新聞・視聴覚資料を収集し、市民

の利用に役立て、市民の「知る権利」を保障するとともに、図書館が主体となって開

催しているイベントを通して、図書館利用のきっかけづくりを推進します。 

生涯学習施設の整備・充実 

・公民館等、老朽化の激しい施設について、避難所指定の状況や使用頻度を考慮して、

「公共施設の再配置計画」や「公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的に整備を

進めます。 

 

②人権文化の創造とノーマライゼーション社会の実現 

人権教育・人権啓発の推進 

・市民一人ひとりが、部落差別をはじめとするさまざまな人権問題との関わりを自覚し、

差別の解消に向けた行動の重要性を認識し、実践することができるよう、講演会や広

報誌、パンフレット等を活用し、啓発していきます。 

人権教育の担い手の育成 

・子どもに対する人権教育は、学校・家庭・地域社会が一体となって推進する必要があ

ります。学校での人権教育を充実させるため、研修によって教職員の人権に対する意

識向上を図るとともに、社会全体で人権教育が進められるよう、一般市民に対しても

講演会等を通じて人権意識の啓発を図ります。 

・学校におけるいじめ発生等の早期発見と適切で迅速な対応が取れるよう、組織的に取

り組む体制を整備します。 

・子ども一人ひとりにしっかりと向き合い、それぞれの状況の把握に努める中で、現代

的な課題や社会状況に即した人権教育に取り組みます。 

特別支援教育の充実 

・インクルーシブ教育の観点から、すべての子どもが同じ場でともに学べるよう教育的

環境整備と合理的配慮の提供を行います。  

・学校（園）では特別支援教育コーディネーターが中心となって、特別な支援を必要と

する子どもの実態把握や指導・支援内容を協議するとともに、学校内の関係者や外部

関係機関との連絡調整、保護者に対する相談、担任への支援を推進します。 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（２）魅力ある文化振興の推進 

文化財や伝統文化は、地域の歴史、文化を理解するうえで欠かせない貴重なもので

あり、これまで継承してきた歴史的文化遺産を次世代へと引き継ぐ責任があります。

また、文化芸術活動は人々の心を豊かにするとともに、生きがいのある、豊かで潤い

ある暮らしを感じることができます。 

本市では、2014（平成 26）年度に「三好市文化振興基本計画」を策定し、文化財の

保存・継承や、文化芸術活動の充実、文化交流の促進、文化振興に関わる人づくり等、

幅広い分野において文化振興を推進しています。本市の次代を担う子どもたちには、

地域の資源や文化財を伝承するために、地域の成り立ちに関する学習会や、蔓橋の原

料となるシラクチカズラの苗木作り体験の協力校を増やすなど、地域文化や文化財の

継承に関する活動を行ってきました。地域文化・伝統芸術を次世代へ継承するために

は、体験の場と発表の場を充実させることが重要であり、学校現場とのさらなる連携

が求められています。 

市民の文化的活動は、毎年 10～11 月の文化月間には、市民団体による発表会等が

盛んに行われています。しかしながら、会員の高齢化が進んでいることから、会員の

減少や、参加者の固定化や偏りがみられ、文化・芸術の担い手の育成や広報等の支援

が必要です。アンケート調査では、三好市の文化・芸術活動をより充実させるために

必要な取り組みとして、「市民が文化・芸術に触れられる機会の充実」を求める意見が

多くみられており、これまでの事業を継続しながら、新たな発展へとつながる取り組

みを進めることが大切です。 

 

 

① 地域文化・伝統行事の振興と継承 

② 文化財の保存と活用 

③ 市民の文化・芸術活動の推進 

 

①地域文化・伝統行事の振興と継承 

文化・芸術の振興と継承 

・子どもたちへ地域文化の継承を推進するために、「総合的な学習の時間」をはじめと

する学校教育や放課後子ども教室等と地域が連携し、地域文化や伝統芸能を体験でき

る機会の創出に努めます。 
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②文化財の保存と活用 

文化財の保存 

・市の歴史・文化を次世代に引き継ぐため、国・県・市指定文化財を「指定文化財台帳」

等を活用し、文化財の保存状況の改善を図ります。 

・新たな文化財の掘り起こしを促し、文化財の指定や登録を進めます。 

・「まちあるきマップ」等を活用し、市街地にある文化財を市民に周知し、文化財の保

護、保存に関する理解を推進します。 

無形文化財の保存と継承 

・無形文化財の「映像記録保存事業」を継続して推進し、学校教育の素材として活用す

るとともに市民への公開の機会の充実を図ります。 

・地域との連携を通して、無形文化財を体験する機会の充実を図るとともに、地域文化

への理解や文化振興及び継承に向けた風潮を醸成します。 

文化財等の有効活用 

・学校教育の教材として地元の文化財を活用し、地域文化への理解や文化振興、継承に

ついての関心を高めます。 

・点在する文化財等が市内外の多くの人にとって魅力ある資源となるよう、適切な管理

のもと、関係機関と連携して活用を促します。 

 

③市民の文化・芸術活動の推進 

文化・芸術活動の充実 

・文化・芸術活動団体の育成を通じて団体相互間の交流促進を図るとともに、各種活動

を支援します。 

・市民大学講座、生涯学習講座、各種研修会や講習会の充実等を通じて、指導者の資質

の向上と新たな指導者の発掘・育成に努めます。 

・文化イベント等の開催を通じ、市民が参画する機会や市民の芸術・文化意識の向上を

図るとともに、市民が活動を発表する機会の確保と施設の整備に努めます。 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（３）豊かな生涯スポーツ社会の実現 

誰もが生涯を通じて、スポーツ・レクリエーションに親しむことができるよう、大

会や教室等の開催や支援、施設整備に取り組んできました。また、本市では毎月第４

水曜日に三好市チャレンジデーを設定し、より市民がスポーツに親しむことができる

よう、機会の充実を図っています。関係機関との協力のもと、引き続き三好市チャレ

ンジデーを推進するとともに、市民への周知・啓発に努めることが大切です。 

総合型地域スポーツクラブは池田地区にのみ設立されており、他の地区での総合型

地域スポーツクラブ設立に向けて引き続き支援する必要があります。 

学校教育においては子どもの健やかな成長のため、各校で策定した「体力向上計画」

に基づき、「体力向上・運動習慣の確立」と「望ましい生活習慣の形成」に向けて、ス

ポーツを通して子どもの心と体の健全な成長を促すことが大切です。 

「三好市スポーツ施設整備基本構想」に基づいて計画的な施設整備を推進してきま

したが、老朽化している体育施設が多く、耐震化、修繕、改築等が必要となっていま

す。引き続き計画的な修繕等を推進するとともに、誰もがスポーツに親しむことがで

きるよう、市民の意見を聞くとともに、バリアフリーやユニバーサルデザインを採用

するなど、利用しやすい拠点整備に取り組むことが大切です。 

 

 

① 市民スポーツ活動の充実と青少年の健全育成 

② 「総合型地域スポーツクラブ」の推進 

③ スポーツ施設の有効活用と整備充実 

 

①市民スポーツ活動の充実と青少年の健全育成 

市民のスポーツ活動の充実 

・三好市チャレンジデーを周知し、市民のスポーツ活動や健康づくりを推進します。 

・三好市体育協会・スポーツ少年団主催の各種大会の支援を行い、スポーツ活動の充実

を図ります。 

スポーツ振興人材の育成 

・市民が積極的にスポーツ振興に関われることができるよう、各種研修や講習会を開催

し、人材の育成を推進します。 

子どもの基礎体力・運動能力の向上 

・スポーツ少年団活動への支援を通じて、子どもの基礎体力・運動能力の向上、スポー

ツへの興味や関心を高めます。 

・児童生徒の体力・運動能力の向上を目指し、学校・家庭・地域が一体となった活力と

特色ある学校教育を推進します。 
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②「総合型地域スポーツクラブ」の推進 

総合型地域スポーツクラブの充実と他地区での設立 

・現在活動中の総合型地域スポーツクラブや三好市体育協会等との連携を図り、青少年

の健全育成や市民の健康づくりを推進します。また、総合型地域スポーツクラブを全

市的に拡大することを目指します。 
 

③スポーツ施設の有効活用と整備充実 

スポーツ施設の適正運営 

・誰もが安全・安心に利用でき、健康づくりや交流の場となるよう、体育館や運動場等

の体育施設環境を整備し、「三好市スポーツ施設整備基本構想」に基づいた計画的な

施設管理に努めます。 

・施設の修繕等の際には、バリアフリーやユニバーサルデザインを採用し、誰もが利用

しやすい施設とします。 

市民が利用しやすいスポーツ環境の整備 

・身近なスポーツ施設において多様なスポーツに親しむことができるよう、子どもから

高齢者までが利用できる環境の整備を推進します。 

・引き続き運動場や体育館等の学校施設を解放するとともに、地域の運動公園等の整備

を推進し、市民が利用しやすいスポーツ環境を整備します。 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

２ たくましく、未来にはばたく子どもの育成 
 

（１）特色ある学校づくり 

特色ある学校づくりの推進に向けて、オンリーワン・スクール※１をさらに前進させ

たナンバーワン・スクールの実現を目指して取り組んできました。ナンバーワン・ス

クールのさらなる推進のためには、学校づくりの取り組みを公表するとともに、保護

者、地域住民の理解と協力が不可欠です。引き続き学校・家庭・地域との一層の連携

が求められます。また、「ステップアップ・スクール」で掲げた到達目標を、より確実

に達成するために計画的かつ継続的な実践が必要となります。 

それぞれの学校において、「総合的な学習の時間」等で地域の人を講師として招くな

ど、地域の特色を生かしたふるさと教育や食育の推進をはじめ、郷土の自然、伝統・

文化に触れる体験活動等を充実させています。引き続き地域の教育力を積極的に活用

し、子ども達の郷土愛を育む取り組みの継続が必要となります。そのためには、地域

の新たな資源の発掘、地域人材の育成が重要であり、学校・家庭・地域が一体となっ

た特色のある教育環境の醸成を図ることが求められています。 

 

 

① ナンバーワン・スクール及びステップアップ・スクールの推進 

② 郷土を愛し郷土に誇りをもてる子どもの育成 

③ 地域の教育力を活用した体験学習の推進 

 

①ナンバーワン・スクール及びステップアップ・スクールの推進 

ナンバーワン・スクールの実現 

・「ナンバーワン・スクール」の実現に向けて、学校づくりの取り組みを公表するとと

もに、保護者、地域住民の理解と協力体制の強化に努めます。 

ナンバーワン・スクール実現のためのステップアップ・スクールの推進 

・「ナンバーワン・スクール」の実現を図るため「ステップアップ・スクール」を推進

し、ＩＣＴ支援員や図書備品の支援やエドバイザー制度の活用等、各支援を積極的に

行います。 

・学校訪問の際に進捗状況をヒアリングし、到達目標の達成に向けて適宜指導を行いま

す。 

 

※１ オンリーワン・スクール＝三好市教育委員会が打ち出した特色を生かした学校づくりの名称。目標

を毎年立ててステップアップし、やがてはオンリーワンを目指すという学校づくりのこと。 

  

２ 
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②郷土を愛し郷土に誇りをもてる子どもの育成 

ふるさと教育の推進 

・学校支援ボランティアとの協力体制を強化し、子どもが郷土の文化や生活に親しみ、

地域社会の一員としての自覚を高める取り組みを推進します。 

・自然・歴史・文化への理解を深める取り組みや、地域の人々・団体の有する資源を生

かし、それらと連携した教育・交流を推進することで故郷を愛し誇りに思う心を育み

ます。 

 

③地域の教育力を活用した体験学習の推進 

地域の人的・物的資源の活用 

・地域とともにある学校づくりに向けて、地域人材の受け入れ体制を整えるとともに、

地域連携に関する教職員の意識の向上を図ります。 

・体験学習を通して児童生徒一人ひとりの道徳的価値の自覚を促し、自立性を養うなか

で、社会生活上のルールの意義や目的を学び、規範意識等の社会性を育みます。 

・学校支援ボランティアの育成と担い手の確保に努めます。 

キャリア教育の充実 

・「総合的な学習の時間」を活用し、福祉体験学習や農林業体験学習、職場体験学習等

を行い、正しい就労観や職業観が身につくよう、地域との連携のもと取り組みます。 

・児童生徒の「学ぶこと」と「将来へのつながり」を見通しながら、社会的・職業的自

立に必要な基盤となる資質・能力を身につけることができるよう、キャリア教育の充

実を図ります。 

食育の推進 

・「徳島県食育推進計画」に基づき、食に対する正しい知識や、感謝の心、望ましい食

生活、食習慣の確立に向けて、学校・家庭・地域が連携し、学校教育全体を通じた食

育の推進に努めます。 

・三好市学校給食センターを中心に地産地消を推進するとともに、行事食、旬の食材等

を取り入れ、子ども達の食への関心を高めます。 
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【資料】三好市

【参考】2018（平成 30）年度 三好市内の学校数 

幼稚園 小学校 中学校 合計 高等学校 総計 

8 園 14 校 6 校 28（園）校 3 校 31（園）校 

 

【参考】2018（平成 30）年度 規模別学校数（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

区分 10 人以下 11～30 人 31～60 人 61～100 人 100～200 人 201 人以上 合計 

幼稚園（園） 6 1  1  - - - 8  

小学校（校） 2 4  3  3  1  1 14 

中学校（校）  2  1  1  1  1 6  

 

【参考】2018（平成 30）年度 へき地指定校数 

区分 へき地３級 へき地２級 へき地１級 へき地準級 
へき地指定
のない学校 

合計 

小学校（校） 1 - 2 1 10 14 

中学校（校） 1 - 1 - 4 6 

 

 

 

 

 

  



49 

現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（２）「生きる力」を育む学校教育の充実 

子どものライフステージにあわせて、各教育機関を通して「確かな学力」「豊かな心」

「健やかな体」の３つの要素をバランスよく育むための取り組みを提供してきました。

学力の定着・読書習慣・家庭学習習慣が確立できるよう学校・家庭・地域が連携を強

化し、多様な学習の機会を提供することが重要です。 

また、小・中学校では道徳教育の指導計画を作成し、基本的生活習慣の確立及び道

徳心の向上を図っています。アンケート調査では就学前教育において力を入れてほし

いこととして、「自分やまわりの人を大切にする心や態度を育てる」ことへの意見が多

くあげられており、相手を思いやることができる心の育成は重要課題として挙げられ

ます。昨今全国的に課題となっている、いじめや不登校等への問題を組織的に対応で

きるよう、専門職員との積極的な連携や児童生徒の心のケアが重要となります。 

 

 

① 「確かな学力」を確立する学習指導の推進 

② 豊かな心を育成する教育の充実 

③ たくましい体と健康づくりの推進 

①「確かな学力」を確立する学習指導の推進 

基礎的・基本的な知識・技能の習得 

・「ステップアップ・スクール」の成果を評価・検証し、目標レベルまでの到達状況を

把握して、指導方法の工夫・改善に取り組みます。 

・障がいのある児童生徒も意欲的に学習に取り組むことができるよう、授業のユニバー

サルデザイン化を推進するとともに、ＩＣＴ機器を効果的に活用したわかりやすい授

業を実施します。 

・「土曜授業」や「長期休業日の短縮」について、児童生徒の参加状況や教職員の負担

軽減を考慮しながら、効果的な実施を検討します。 

思考力・判断力・表現力の育成 

・各学校で策定した「学力向上実行プラン」に基づき、「アクティブ・ラーニング」を

盛り込みながら学習・指導方法の工夫や改善が図れるよう、教職員間の連携を強化し、

全校が一体となって子どもの学力向上を目指します。 

・「三好市子ども読書活動推進計画」に基づき、さまざまな場面で図書に親しむことが

できるよう学校・家庭・地域の協力体制を強化し、子どもの読書活動を推進します。 

教職員の指導力の向上 

・児童生徒が基本的な学習内容を十分に理解して学ぶ喜びを味わうことができるよう、

指導計画の作成やわかりやすい授業を行なうとともに、教職員が互いに学び合い、支

え合う教育環境の整備を目指し、教職員への指導・研修等を充実させます。 

・学力向上対策への指導や教科指導、生徒指導を実施するとともに、教職員が一人で課

題を抱えることのないよう、教職員への相談支援を充実します。 
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②豊かな心を育成する教育の充実 

道徳教育の充実 

・児童生徒や学校の実態を踏まえた道徳教育の目標を明確にし、道徳教育の指導計画に

基づく創意工夫を凝らした指導を行います。 

・問題解決型の学習や体験的な学習等を通じて、他者の異なる意見と向き合い、話し合

う中で、さまざまな考え方を学び、実践、習慣化に結びつけるとともに、規範意識や

いじめを許さない意識の向上を図ります。 

家庭や地域との連携 

・保護者や地域との連携しながら、あいさつをはじめとした基本的な生活習慣や規範意

識、社会生活上のルール等を身につけ、日常生活の中で実践できるよう、取り組みを

進めます。 

・自然体験活動やボランティア活動等の多様な体験を通して、お互いに認め合い、学び

あう中で豊かな心を育むことができるよう学校・家庭・地域が連携し、それぞれの取

り組みを研究し、その成果を発信します。 

いじめ・不登校・問題行動等への適切な対応と心のケアの充実 

・「三好市いじめ防止基本方針」に基づき、三好市におけるいじめの防止、早期発見、

及びいじめの対処等の対策を総合的かつ効果的に推進していきます。地域・家庭・学

校との連携、協働する体制を構築し、重大ないじめが発生した場合には、調査委員会

等で速やかに対応します。 

・不登校の児童生徒に対して、学校復帰の支援を行うために開設している三好市適応指

導教室の充実に向けて、きめ細やかで継続的な指導を工夫します。 

・教育の現場や教職員だけで対応することなく、家庭や地域をはじめ、スクールカウン

セラーや臨床心理士等の専門職との緊密な連携のもと、早期に適切な対応が取れるよ

う体制の整備を推進するとともに、支援の拡充を図ります。 

・一人ひとりの心身の健康状態について、家庭、学校等と連携し、個々に応じた心のケ

アを図るとともに、保健室の機能を十分に生かしながら、適切な保健指導を行います。 

③たくましい体と健康づくりの推進 

健やかな成長を育む運動習慣の確立 

・児童生徒の体力・運動能力の向上を目指し、各校で策定する「体力向上計画」に基づ

いた教育を推進します。 

・学校・園で行う体力づくりが家庭でも自主的に行われるよう、保護者の理解と協力が

得られるよう啓発に努めます。 

児童生徒の健康で安全な日常生活の保持 

・「飲酒・喫煙・薬物乱用防止教室」を学校保健計画等の年間計画に位置付け、年 1 回

以上開催し、児童生徒に正しい知識と薬物の恐ろしさについて啓発します。 

・インフルエンザ等の感染症やアレルギー疾患等について正しい理解が得られるよう啓

発するとともに、予防する能力の育成を図ります。  
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（３）開かれた学校教育を支える支援体制の強化 

開かれた学校教育に向けて学校評議員制度を活用した適切な学校評価を行い、公開

することで開かれた学校づくりを推進することが大切です。また、引き続き地域人材

の受け入れ体制を整備するとともに、学校支援ボランティアと協働して地域とともに

ある学校づくりを目指します。 

家庭教育は子どもの生きる力の基礎となります。家族の絆を大切にすることができ

るよう「家庭の日」の啓発に努めるとともに、「早寝・早起き・朝ごはん」運動を基本

とする生活リズムの定着に向けた取り組みを推進することが大切です。 

 

① 学校支援活動・地域活動の担い手の確保 

② 学校評価システムの推進 

③ 家庭の教育力向上の推進 

 

①学校支援活動・地域活動の担い手の確保 

地域連携に向けた学校環境と体制の整備 

・地域に開かれた学校づくりを進めるため、コミュニティ・スクール先進地における実

施状況等を慎重に見極め、導入を検討します。 

・地域とともにある学校づくりに向けて、地域人材の受け入れ体制を整えるとともに、

地域連携に関する教職員の意識の向上を図ります。（再掲） 

学校支援ボランティアの拡充 

・地域の教育力の向上を目的に、学校支援ボランティアコーディネーターを支援すると

ともに、地域差が生じないよう、学校支援ボランティアの募集を推進します。 

・学校支援ボランティアと協働して学校の教育活動や運営の支援に向けて、学校支援の

ニーズ把握や地域人材の発掘、情報収集等を行います。 

・土曜授業において学校支援ボランティアの協力が得られるよう、マッチングを行うコ

ーディネーターへの研修を充実させます。 

 

②学校評価システムの推進 

信頼される学校・園づくりの推進 

・信頼される学校・園づくりを進めるために、学校評議員制度に基づく学校評価システ

ムを活用し、学校運営への評価を行なうとともに、保護者や市民の学校運営への積極

的な参画を促進します。 

・市内の全小中学校の評価をホームページに掲載するなど積極的に情報発信し、地域ぐ

るみで学校改善に取り組みます。 
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③家庭の教育力向上の推進 

子育て支援の充実 

・放課後児童クラブ事業をはじめ、本市で取り組んでいるさまざまな子育て支援事業と

連携し、保護者に対する子育て情報の発信や学習の機会の提供、子育て相談の充実等

を図ります。 

・毎月第３日曜日の「家庭の日」の普及・啓発を継続して推進するとともに、家族の絆

を大切にするために必要な取り組みを検討します。 

子どもの生活リズムの向上 

・「早寝・早起き・朝ごはん」運動を継続的に実施し、学校・家庭・地域が一体となっ

て、子どもの健康、生活習慣改善、子どもの健やかな成長を促します。 

ＰＴＡ活動の活性化 

・徳島県ＰＴＡ連合会やブロック研修会等への積極的な参加、ＰＴＡ広報の発行を通じ

て、学校教育及び家庭教育への理解を深め、子どもの生活向上や環境改善の取り組み

を推進します。 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

３ 豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 
 

（１）適正規模、適正配置を考慮した学校教育の推進 

子どもの数が減少し、小規模校が増えている現状を踏まえ、子どもにとって最善の

教育環境を確保することが求められています。学校の適正規模、適正配置について保

護者の要望等も考慮しつつ、引き続き検討することが重要となります。 

望ましい小・中学校の連携強化及び一体化教育について、西祖谷地区の小中一貫教

育（徳島モデル）推進事業※１の実践結果を検証し、教職員や地域、保護者に対して理

解と啓発を図ることが大切です。 

また、就学前教育・保育の充実や安全・安心な教育環境の整備に努めるとともに、

ＩＣＴ※２・ＩｏＴ※３教育や外国語教育等、時代の変化に柔軟に対応した教育の推進が

求められます。 

研修の機会を設け、教職員一人ひとりの一層の資質向上に努めるとともに、連携・

協力体制を強化し、各専門機関と綿密かつ幅広い連携を図ることが求められます。 

 

① ネットワークを活用した連携教育の推進 

② 学校間の連携の推進 

③ 就学前教育・保育の充実 

①ネットワークを活用した連携教育の推進 

小中学校の適正配置についての検討 

・児童生徒の通学の安全や保護者のニーズに配慮し、区域外就学等への柔軟な対応を行

うとともに、指定校への通学の利便性確保のため、スクールバスの運行等を行います 

・小規模校が抱えている問題点を明確にし、学校間の連携も含め、地域の意向に留意し

つつ適正配置に向けた検討を行います。 

小規模校における教育環境の整備 

・小規模校の教育の充実を図るため、各校の要望把握に努めるとともに、効果的な手段

の研究に努めます。 

・複式学級の解消・改善に向けて、教職員の人材確保と配置の工夫を図ります。 

 

※１ 小中一貫教育（徳島モデル）推進事業＝徳島県が推進している「小中一貫教育」事業のこと。 

三好市では、小規模校の良さを生かしながら地理的に分散する各学校の人的・物的資源を相互に活

用し、多様な学びを保障して経済効率と教育の多様性を同時に追求した「分散型小中一貫教育（チ

ェーンスクール）」に取り組んでいる。 

※２ ＩＣＴ＝Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。 

情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービス等の総称。 

※３ ＩｏＴ＝Internet of things の略。 

身の回りのあらゆるものがインターネットに接続され、相互に情報をやりとりすること。 

３ 



54 

②学校間の連携の推進 

小学校と小学校及び小学校と中学校の連携強化 

・小学校と小学校、小学校と中学校の合同運動会や合同体験学習等、学校間の連携を強

化し、「中１ギャップ」※１等の課題解消に努めます。 

・小規模校が増加している現状を踏まえ、子どもの生きる力を育成するために、一人ひ

とりに応じたきめ細かな指導等、小規模校のメリットを生かすとともに、学校間の連

携事業を推進し、集団規模の拡大に取り組みます。 

教育課程の編成や校内体制づくりの推進 

・小学校から中学校までの９年間の学び・成長を意識した、一貫したカリキュラムの編

成に努めます。 

・小中教職員を対象とした研修を充実させ、教育の質を高めます。 

小中連携教育の普及と拡充 

・西祖谷地区における小中一貫教育（徳島モデル）推進事業の実践結果を検証し、市内

小中学校の教職員に周知を図ります。 

・小規模校が増加している現状を鑑み、小中連携教育について地域や保護者に対して、

理解と啓発を推進します。 

 

③就学前教育・保育の充実 

子どもの教育環境の整備 

・本市においても急速な少子化が進む中、保護者が希望する安全・安心な保育の場の提

供等、様々な課題の解決を目指して、さらなる子育て支援の体制づくりを推進します。 

就学前教育の推進 

・「小１プロブレム」※２解消のため、認定こども園、保育所（園）、幼稚園、小学校の円

滑な接続を図り、合同研修会や互いの教育内容を理解し合える機会等を設け、就学前

施設と小学校の連携・協力体制を強化します。 

・各専門機関との連携を図り研修を重ね、職員一人ひとりの資質向上に努めます。 

預かり保育等の保護者支援の拡充 

・幼稚園を利用する保護者のニーズに対応できるよう、引き続き預かり保育を実施し、

保護者の支援の拡充に努めます。 

 

※１ 中 1 ギャップ＝小学校から中学校に進学した際、学習内容や人間関係の変化、心身の発達等から不

登校やいじめがおこったり授業についていけなくなったりするなどの問題が生じること。 

※２ 小 1 プロブレム＝小学校に入学した 1 年生が、新しい環境に馴染めず、集団行動ができない、周り

とは違う行動をしてしまう、授業中座っていられない、立ち歩く、先生の話を聞かない、という状

態が継続する問題のこと。  
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※学級数の中に特別支援学級は含まない。 

【資料】三好市

単位：人

【資料】徳島県教育委員会

【資料】学校基本調査

【参考】徳島県学級編制基準（2018〈平成 30〉年度） 

区分 単式学級 複式学級 特別支援学級 

小学校 １学年～６学年 35 人 
16 人 

1 学年を含む学級にあっては 8 人 
8 人 

中学校 
１学年 35 人 

8 人 8 人 
２学年～３学年 40 人 

 

 

【参考】複式学級の設置状況（2017〈平成 29〉年５月１日現在） 

区分 単式学級数（Ａ） 複式学級数（Ｂ） 合 計（Ｃ） 
複式学級の割合
（Ｂ/Ｃ）×100 

全 国 327,832 学級 4,768 学級 332,600 学級 1.43％ 

徳島県 2,131 学級 34 学級 2,165 学級 1.57％ 

三好市 90 学級 12 学級 102 学級 11.76％ 

 

 

 

【参考】幼稚園幼児数状況（2018〈平成 30〉年５月１日現在） 

 辻 西井川 箸蔵 池田 白地 三縄 山城 吾橋 合計 

３歳  - - - - - - - - - 

４歳  7 0 5 21 7 1 2 1 44 

５歳  12 6 4 15 2 0 2 1 42 

合計 19 6 9 36 9 1 4 2 86 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（２）安全・安心な教育環境の整備 

近い将来、四国沖を震源とする南海トラフ地震が発生すると危惧されており、安全

で安心な教育環境の確保が重要となります。学校（園）防災ネットワーク会議を通し

て、防災意識や危機管理意識の醸成に努めるとともに、災害時に危険性のある施設の

耐震化や躯体以外の耐震整備を推進する必要があります。 

公共施設は市民活動の場として活用されるだけではなく、災害発生時には避難所と

して使用されることもあり、あらゆる人が利用しやすいよう、ユニバーサルデザイン

に基づいた施設とすることが大切です。 

また、スクールガードや児童の登下校時の見守り活動等、地域等との協働による取

り組みを一層推進することが必要です。 

 

 

① 公共施設等の耐震化の推進 

② ユニバーサルデザインの推進 

③ 市民の安全を守る教育・活動の推進 

 

①公共施設等の耐震化の推進 

公共施設の防災 

・公民館等、老朽化の激しい施設について、避難所指定の状況や使用頻度を考慮して、

「公共施設の再配置計画」や「公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的に整備を

進めます。 

・防災設備の点検の充実を図るとともに、窓ガラス等の建物構造体以外の部分の安全性

を検証し、耐震化等の適切な対応を検討します。 

学校備蓄購入事業の推進 

・災害が発生しても避難所としていつでも活用することができるよう、「三好市立幼稚

園・小・中学校備蓄食料整備計画」に基づき、計画的な備蓄品の購入と適切な管理を

行います。 

・災害種別に対応した防災訓練等を計画的に推進する上で、備蓄品の利用方法を学びな

がら、適切な更新を行います。 

 

②ユニバーサルデザインの推進 

誰もが使いやすい施設整備 

・施設の修繕等の際には、バリアフリーやユニバーサルデザインを採用し、誰もが利用

しやすい施設の整備に努めます。 
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単位：回

【資料】三好市

③市民の安全を守る教育・活動の推進 

防災教育と助け合える地域連携の強化 

・学校（園）防災ネットワーク会議の活動を推進し、学校や園の防災・減災対策を強化

します。 

・災害種別に対応した防災訓練や防災に関する研修の充実による地域防災力の強化や避

難行動要支援者の把握、必要な支援の検討等、関係機関や地域と緊密な連携を強化し

ます。 

安全なまちづくりと防犯教育の充実 

・スクールガードによる巡回活動や児童の登校時の見守り活動等、地域の連携・協力体

制を強化し、子どもの安全確保を図ります。 

・「三好市通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の点検・安全の確保を検証し、

計画的に改善に向けた取り組みを推進します。 

・地域との連携を強化し、「子どもを守る 110 番の車」の設置を充実するとともに、子

どもや保護者へ啓発を推進します。 

・スクールガード等、地域の安全を守る人材の確保に向けて、地域団体との連携を強化

し、充実に努めます。 

 

【参考】学校安全体制整備状況及び学校安全報告（2017〈平成 29〉年度） 

 

区分 
 （）内数字は学校数 

避難訓練の実施 
スクールガードの 
巡回活動 

防犯教室の実施 

小学校（15 校） 15 15 15 

中学校（ 6 校） 6 5 2 

合計  （21 校） 21 20 17 

実施率（％） 100.0 95.2 80.9 
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現状 
・ 

課題 

取り 

組み 

（３）時代の変化に対応した教育の推進 

国においては学習指導要領が改訂され、小学校における英語教育や道徳教育の教科

化が図られています。また、デジタル教科書等のＩＣＴ機器を効果的に活用すること

で、子どもたちのコミュニケーション能力をより高めていくための支援を充実させる

ことが大切です。その一方で、スマートフォンや携帯電話、インターネットが児童生

徒の間でも身近なものとなり、有害情報からの保護や情報モラル教育の充実が喫緊の

課題となっています。 

教育委員会による指導・研修等を充実させ、教職員の指導力の向上を図るとともに、

プログラミング教育に対応できる教員の育成に努めるなど、引き続き時代の変化に対

応した教育環境の充実に向けて各種取り組みを推進することが求められます。 

 

 

① ＩＣＴ・ＩｏＴ教育の推進 

② 情報モラル教育の推進と青少年の保護 

③ 国際化社会に対応できる外国語教育の推進 

 

①ＩＣＴ・ＩｏＴ教育の推進 

高度情報化社会に対応した教育の推進 

・学校におけるＩＣＴ環境の整備と教育の情報化への対応を推進するとともに、小学校

学習指導要領の改訂に伴う「プログラミング教育」の実施に向けて、教職員に対して

実践的な研修を実施します。 

・主体的に情報を収集・比較・選択し、情報の特性を生かした効果的な表現ができるよ

うな学習活動を取り入れます。 

・利便性の高いＩＣＴ・ＩｏＴ機器の導入・更新を図り、高度情報化社会に対応した教

育の質の向上を図ります。 
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②情報モラル教育の推進と青少年の保護 

情報モラル意識の向上 

・教職員の情報モラル意識と、情報活用におけるコンプライアンス（法令遵守）に関す

る知識の向上を目指すとともに、データの適切な管理に努め、個人情報の保護や著作

権等、情報セキュリティーポリシーに関する研修を実施します。 

情報化社会における健全な青少年の育成 

・ＳＮＳ等のコミュニケーションツールの利用拡大によるトラブルの未然防止のため、

相手の状況や気持ちを考えた適切なコミュニケーションのあり方や、個人情報の重要

性、著作権等の権利を尊重することの大切さについて、学校教育・家庭教育の両面か

ら啓発します。 

・インターネットやＳＮＳ等による有害情報から犯罪に巻き込まれないよう注意を喚起

するとともに、有害情報を取捨選択できる能力を育みます。 

③国際化社会に対応できる外国語教育の推進 

英語・外国語教育の充実 

・小学校外国語活動においては、外国の言語や文化について体験的に理解を深めること

ができるよう、コミュニケーション能力の素地を養うよう努めます。また、新学習指

導要領における小学校の英語教育の本格実施に向けた体制整備・授業研究を進めます。 

・ＡＬＴ（外国語指導助手）を積極的かつ効果的に活用するなど、英語に親しむ機会の

拡大に努め、英語によるコミュニケーションを図ろうとする態度を育成します。 

国際理解教育と国際交流の推進及び充実 

・国際社会の一員としての自覚を持つとともに、日本の文化はもとより、世界各国の生

活や文化を正しく理解し、それを尊重する態度やともに生きる豊かな心を育みます。 

・グローバル社会や世界の舞台で活躍できる人材育成のため、三好市中学生海外留学助

成事業を推進します。 

・三好市姉妹都市交流親善団派遣事業に参加する中学生団員の派遣について、担当課と

の連携を図り、支援します。 
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【資料】平成 29 年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書（内閣府）

※数値は各項目の「わりにできる」「ややできる」の割合 

※「いずれかの機器（計）」は「スマートフォン」「いわゆる格安スマートフォン」「機能限定スマートフォンや子供

向けスマートフォン」「携帯電話の契約が切れたスマートフォン」「携帯電話」「機能限定携帯電話や子供向け携帯

電話」「ノートパソコン」「デスクトップパソコン」「タブレット」「学習用タブレット」「子供向け娯楽用タブレッ

ト」「携帯音楽プレイヤー」「携帯ゲーム機」「据置型ゲーム機」「インターネット接続テレビ」のいずれかの機器

を利用している 

※「スマートフォン（計）」は「スマートフォン」「いわゆる格安スマートフォン」「機能限定スマートフォンや子供

向けスマートフォン」「携帯電話の契約が切れたスマートフォン」のいずれかの機器を利用している 

【参考】「コンピュータ設置状況」等調査状況（2017〈平成 29〉年３月１日現在） 

区分 学校数 
教育用コン
ピュータ総

台数 

教育用コン
ピュータ 1
台あたりの
児童生徒

数 

1 学校あた
りの電子黒
板の整備

台数 

電子黒板
のある学校

の割合 

普通教室
のＬＡＮ整

備率 

デジタル教
科書の整

備率 

徳島県 307 校  18,241 台  4.1 人  3.9 台   85.0％  98.0％ 73.9％ 

三好市 22 校 969 台  1.5 人  5.5 台  100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 

 

【参考】教員のＩＣＴ活用指導力の状況調査（2017〈平成 29〉年３月１日現在） 

校種 小学校 中学校 

大項目 全国 徳島県 三好市 全国 徳島県 三好市 

Ａ 教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを
活用する能力 

85.1％ 90.4％ 97.0％ 82.0％ 90.6％ 87.3％ 

Ｂ 授業中にＩＣＴを活用して指導する能力 77.6％ 90.0％ 97.0％ 71.7％ 86.1％ 85.2％ 

Ｃ 児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 69.8％ 80.0％ 88.9％ 61.0％ 73.6％ 78.9％ 

Ｄ 情報モラルなどを指導する能力 83.3％ 91.5％ 95.9％ 77.5％ 88.8％ 89.8％ 

Ｅ 校務にＩＣＴを活用する能力 80.6％ 87.1％ 96.6％ 78.4％ 88.0％ 88.6％ 

 

 

 

【参考】青少年のインターネット利用環境実態調査（全国・2017〈平成 29〉年度） 

 
いずれかの 

機器（計） 

スマート 

フォン（計） 
ノートパソコン 

デスクトップ 

パソコン 
タブレット 

携帯音楽 

プレイヤー 

携帯 

ゲーム機 

小学生 86.3％ 29.9％ 10.9％ 4.1％ 30.5％ 6.4％ 49.4％ 

中学生 92.4％ 58.1％ 16.3％ 6.8％ 30.5％ 18.6％ 39.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【資料】文部科学省「平成 28 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」

【資料】文部科学省「平成 28 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」
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第５章 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制 
 

（１）計画の住民への周知・情報伝達 

教育の振興は、学校教育現場のみならず、家庭・地域の連携と協働が不可欠であり、それぞれの

役割を果たしながら、効果的な取り組みを推進することが大切です。 

本計画書の内容をホームページ等で公表し、教育振興に対する本市の考えと取り組みを周知・啓

発し、市民との「協働」と「参画」による計画の推進を図ります。 

（２）県との連携 

「徳島教育大綱」及び「徳島県教育振興計画（第３期）」との整合を図り、県とともに連携して

子ども一人ひとりの状況にあった支援体制の構築、市民の快適な生涯学習等の充実に取り組みます。 

（３）全庁的な連携体制の構築及び関係機関との連携 

「三好市教育大綱」に基づき「三好市総合教育会議」等で市長と教育委員会との緊密な連携のも

と、関係部局と調整を図り、全庁的な連携体制を構築するとともに、エドバイザーや学校支援ボラ

ンティア、保育所（園）・幼稚園の事業所等との連携を強化し、積極的な取り組みを推進します。 

 

２ 進捗管理・評価 
 

計画進捗管理においては、基本理念である

「郷土
ふるさと

を愛し、生涯を通して『学び』を実現

する教育の創造」に基づいた取り組みがなさ

れているか、定期的に点検・評価することが

大切です。 

本計画においては、計画の立案（Ｐｌａｎ）、

計画の実行（Ｄｏ）、検証・評価（Ｃｈｅｃ

ｋ）、改善・見直し（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤ

ＣＡサイクルの手法を活用し、施策の進捗状

況の評価・検証を行うこととします。 

 

 

  

１ 

 

 

Plan 
計画の 
立案 

Action 
改善・見直し 

Check 
検証・評価 

Do 
計画の実行 

継続的な 
検証・改善 

２ 
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第６章 参考資料 
 

１ 保育所（園）・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校 住所一覧 
 

■認可保育所（園）【公立】 

名称 住所 TEL 

王地保育所 三好市三野町加茂野宮 1378 番地 (0883)77-2077 

西井川保育所 三好市井川町西井川 383 番地 (0883)76-3180 

池田第一保育所 三好市池田町マチ 2155 番地 1 (0883)72-0147 

池田第二保育所 三好市池田町中西サコダ 151 番地 (0883)74-0103 

政友保育所 三好市山城町政友 42 番地 (0883)86-2115 

上名保育所 三好市山城町上名 454 番地 2 (0883)84-1352 

■認可保育所（園）【私立】 

名称 住所 TEL 

大泉保育園 三好市池田町ヤマダ 668 番地 (0883)72-5713 

かめの子保育園 三好市池田町シマ 799 番地 7 (0883)72-2215 

■認定こども園 

名称 住所 TEL 

三野認定こども園 三好市三野町芝生 1293 番地 8 (0883)77-2041 

西祖谷認定こども園 三好市西祖谷山村一宇 262 番地 1 (0883)87-2239 

東祖谷認定こども園 三好市東祖谷下瀬 202 番地 3 (0883)88-2535 

■保育所（園）（休廃園等） 

名称 住所 備考 

東谷保育所 三好市三野町太刀野山 588 番地 廃園 

三野保育所 三好市三野町芝生 1293 番地 8 
「三野認定こども園」に

名称変更 

檪生保育所 三好市西祖谷山村一宇 262 番地 1 
「西祖谷認定こども園」

に名称変更 

落合保育所 三好市東祖谷落合 142 番地 
「東祖谷認定こども園」

に統合 
栃之瀬保育所 三好市東祖谷新居屋 70 番地 

栃之瀬保育所和田分園 三好市東祖谷和田 2 番地 

■幼稚園 

名称 住所 TEL 

辻幼稚園 三好市井川町辻 39 番地 (0883)78-2086 

西井川幼稚園 三好市井川町西井川 610 番地 1 (0883)78-2092 

箸蔵幼稚園 三好市池田町州津井関 1109 番地 1 (0883)72-4831 

池田幼稚園 三好市池田町ウエノ 2869 番地 2 (0883)72-1015 

白地幼稚園 三好市池田町白地本名 155 番地 (0883)74-0336 

三縄幼稚園 三好市池田町中西イバ 504 番地 11 (0883)74-0078 
 

１ 
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■幼稚園（続き） 

名称 住所 TEL 

山城幼稚園 三好市山城町大川持 30 番地 2 (0883)86-1151 

吾橋幼稚園 三好市西祖谷山村下吾橋 303 番地 2 (0883)84-2533 

■幼稚園（休園） 

名称 住所 休校年度 

川崎幼稚園  三好市池田町川崎浪会 31 番地 2007（平成 19）年度 

下名幼稚園  三好市山城町下名 1001 番地 2011（平成 23）年度 

馬路幼稚園  三好市池田町馬路立石 33 番地 1 2012（平成 24）年度 

三野幼稚園  三好市三野町太刀野 970 番地 2012（平成 24）年度 

井内幼稚園  三好市井川町井内西 4896 番地 1 2016（平成 28）年度 

■幼稚園（廃園） 

名称 住所 廃園年度 

有瀬幼稚園  三好市西祖谷山村有瀬 414 番地 1 2012（平成 24）年度 

河内幼稚園  三好市山城町光兼 490 番地 2012（平成 24）年度 

善徳幼稚園  三好市西祖谷山村善徳 362 番地 2012（平成 24）年度 

太刀野山幼稚園  三好市三野町太刀野山 3796 番地 2012（平成 24）年度 

出合幼稚園  三好市池田町大利大西 15 番地 2012（平成 24）年度 

西宇幼稚園  三好市山城町西宇 1226 番地 3 2012（平成 24）年度 

西岡幼稚園  三好市西祖谷山村東西岡 10 番地 2012（平成 24）年度 

西山幼稚園  三好市池田町西山宮ﾉ北 3691 番地 2012（平成 24）年度 

野呂内幼稚園  三好市池田町白地ノロウチ 249 番地 2012（平成 24）年度 

馬場幼稚園  三好市池田町白地ウマバ 464 番地 2012（平成 24）年度 

佐野幼稚園  三好市池田町佐野金氏 942 番地 2014（平成 26）年度 

大和幼稚園  三好市山城町大和川 214 番地 1 2014（平成 26）年度 

大野幼稚園  三好市山城町大野 519 番地 2017（平成 29）年度 

■小学校 

名称 住所 TEL 

王地小学校  三好市三野町加茂野宮 1393 番地 (0883)77-2048 

芝生小学校  三好市三野町芝生 1230 番地 (0883)77-2004 

辻小学校  三好市井川町辻 53 番地 1 (0883)78-2041 

西井川小学校  三好市井川町西井川 734 番地 3 (0883)78-2234 

箸蔵小学校  三好市池田町州津井関 1208 番地 (0883)72-0821 

池田小学校  三好市池田町ウエノ 2379 番地 4 (0883)72-1241 

白地小学校  三好市池田町白地本名 57 番地 (0883)74-0520 

馬路小学校  三好市池田町馬路立石 33 番地 1 (0883)74-0460 

三縄小学校  三好市池田町中西イバ 508 番地 1 (0883)74-0020 

山城小学校  三好市山城町大川持 30 番地 2 (0883)86-1009 

下名小学校  三好市山城町下名 1001 番地 1 (0883)84-1353 

檪生小学校  三好市西祖谷山村一宇 262 番地 1 (0883)87-2386 

吾橋小学校  三好市西祖谷山村下吾橋 303 番地 2 (0883)84-2533 

東祖谷小学校  三好市東祖谷下瀬 12 番地 1 (0883)88-2217 
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■小学校（休校） 

名称 住所 休校年度 

芝生小学校 太刀野分校  三好市三野町太刀野 970 番地 2008（平成 20）年度 

川崎小学校  三好市池田町川崎浪会 31 番地 2015（平成 27）年度 

井内小学校  三好市井川町井内西 4896 番地 1 2018（平成 30）年度 

 

■小学校（廃校） 

名称 住所 廃校年度 

大野小学校 佐連分校  三好市山城町佐連 516 番地 2004（平成 16）年度 

河内小学校 粟山分校  三好市山城町粟山 333 番地 2004（平成 16）年度 

井内小学校_野住分校  三好市井川町井内西 2453 番地 2005（平成 17）年度 

下野呂内小学校  三好市池田町西山中塚 1093 番地 2005（平成 17）年度 

落合小学校  三好市東祖谷落合 403 番地 2011（平成 23）年度 

菅生小学校  三好市東祖谷菅生 162 番地 1 2011（平成 23）年度 

栃之瀬小学校  三好市東祖谷新居屋 73 番地 2011（平成 23）年度 

名頃小学校  三好市東祖谷菅生 640 番地 8 2011（平成 23）年度 

和田小学校  三好市東祖谷和田 2 番地 2011（平成 23）年度 

有瀬小学校  三好市西祖谷山村有瀬 414 番地 1 2012（平成 24）年度 

河内小学校  三好市山城町光兼 490 番地 2012（平成 24）年度 

漆川小学校  三好市池田町漆川小林 1900 番地 2012（平成 24）年度 

善徳小学校  三好市西祖谷山村善徳 362 番地 2012（平成 24）年度 

太刀野山小学校  三好市三野町太刀野山 3796 番地 2012（平成 24）年度 

出合小学校  三好市池田町大利大西 15 番地 2012（平成 24）年度 

西宇小学校  三好市山城町西宇 1226 番地 3 2012（平成 24）年度 

西岡小学校  三好市西祖谷山村東西岡 10 番地 2012（平成 24）年度 

西山小学校  三好市池田町西山岡屋敷 3563 番地 1 2012（平成 24）年度 

野呂内小学校  三好市池田町白地ノロウチ 249 番地 2012（平成 24）年度 

馬場小学校  三好市池田町白地ウマバ 464 番地 2012（平成 24）年度 

東谷小学校  三好市三野町太刀野山 558 番地 2012（平成 24）年度 

平野小学校  三好市山城町平野 56 番地 1 2012（平成 24）年度 

佐野小学校  三好市池田町佐野金氏 942 番地 2014（平成 26）年度 

大和小学校  三好市山城町大和川 214 番地 1 2014（平成 26）年度 

大野小学校  三好市山城町大野 519 番地 2017（平成 29）年度 

上名小学校  三好市山城町上名 236 番地 3 2017（平成 29）年度 

政友小学校  三好市山城町政友 46 番地 2018（平成 30）年度 
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■中学校 

名称 住所 TEL 

三野中学校  三好市三野町芝生 1232 番地 (0883)77-2024 

井川中学校  三好市井川町タクミ田 100 番地 2 (0883)78-2076 

池田中学校  三好市池田町ウエノ 2861 番地 1 (0883)72-2140 

山城中学校  三好市山城町大川持 544 番地 (0883)86-1109 

西祖谷中学校  三好市西祖谷山村東西岡 10 番地 (0883)84-1290 

東祖谷中学校  三好市東祖谷下瀬 12 番地 1 (0883)88-2216 

 

■中学校（廃校） 

名称 住所 廃校年度 

大野中学校  三好市山城町大野 511 番地 1999（平成 11）年度 

池田第一中学校  三好市池田町白地本名 888 番地 2009（平成 21）年度 
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■保育所（園）・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校 配置図 
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２ 教育基本法（平成 18 年法律第 120 号） 
 

前文 

日本国民が願う理想として、「民主的で文化的な国家」の発展と「世界の平和と人類の福祉

の向上」への貢献を掲げ、その理想を実現するために、改正前の教育基本法に引き続き、「個

人の尊厳」を重んじることを宣言するとともに、新たに「公共の精神」の尊重、「豊かな人

間性と創造性」や「伝統の継承」を規定しています。 

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ

るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精

神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新

しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

 

第１章 教育の目的及び理念 

教育の目的 

何を目指して教育を行い、どのような人間を育てることを基本的な目的とすべきかという

「教育の目的」を引き続き規定しています。 

第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 

 

教育の目標 

本条を新設し、第１条の「教育の目的」を実現するための、今日重要と考えられる事柄を５

つに整理して「教育の目標」として規定しています。 

第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。 

  一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培

うとともに、健やかな身体を養うこと。 

  二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基

づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

  五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他

国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

生涯学習の理念 

本条を新設し、「生涯学習の理念」を教育に関する基本的な理念として規定しています。 

第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その

生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成

果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

 

  

２ 
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教育の機会均等 

教育の機会均等について引き続き規定するとともに、障害のある者が十分な教育を受けられ

るよう、教育上必要な支援を講ずべきことを新たに規定しています。 

第４条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけれ

ばならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別

されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受け

られるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難

な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 

 

第２章 教育の実施に関する基本 

教育を実施する際に基本となる事項について、 

①義務教育、学校教育、教員、社会教育、政治教育、宗教教育に関する規定を見直したほか、 

②新たに、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域住民等の相互の連

携協力などについて規定しています。 
 

義務教育 

改正前の教育基本法に規定されていた９年の義務教育の年限について、将来の延長の可能性

を考慮し、他法に委ねることとするとともに、義務教育の目的、義務教育の実施についての

国と地方公共団体の責務などについて新たに規定しています。 

第５条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさ

せる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において

自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な

資質を養うことを目的として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な

役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しな

い。 
 

学校教育 

学校教育は、体系的・組織的に行われるべきこと、また、学校教育においては、児童・生徒

が、規律を重んずるとともに、学習意欲を高めることを重視すべきことを新たに規定してい

ます。 

第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法

律に定める法人のみが、これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達

に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育

を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に

取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 
 

大学 

本条を新設し、大学の役割や、自主性・自律性などの大学の特性が尊重されるべきことを規

定しています。 

第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を

探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の

発展に寄与するものとする。 

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重さ

れなければならない。  
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私立学校 

本条を新設し、私立学校の自主性を尊重しつつ、国・地方公共団体が私学助成などの振興に

努めるべきことを規定しています。 

第８条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、

国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私

立学校教育の振興に努めなければならない。 

 

教員 

教員の使命と職責の重要性を踏まえ、教員は研究と修養に励み、養成と研修の充実が図られ

るべきことを新たに規定しています。 

第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、耐えず研究と修養

に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

 

家庭教育 

本条を新設し、保護者が子どもの教育について第一義的責任を有すること、及び、国や地方

公共団体が家庭教育支援に努めるべきことを規定しています。 

第 10 条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のと

れた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会

及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

 

幼児期の教育 

本条を新設し、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに

かんがみ、国や地方公共団体がその振興に努めるべきことを規定しています。 

第 11 条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに

かんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その

他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 

 

社会教育 

社会教育が、国や地方公共団体により奨励・振興されるべきことを引き続き規定しています。 

第 12 条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方

公共団体によって奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校

の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興

に努めなければならない。 

 

学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力 

本条を新設し、学校、家庭、地域住民など社会を構成する全ての者が、教育におけるそれぞ

れの役割と責任を自覚し、相互に連携協力に努めるべきことを規定しています。 

第 13 条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責

任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 
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【参考】文科省「教育基本法について（規定の概要）」

政治教育 

政治的教養は教育上尊重されるとともに、党派的政治教育その他政治的活動を行ってはなら

ないことを引き続き規定しています。 

第 14 条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その

他政治的活動をしてはならない。 

 

宗教教育 

宗教に関する一般的な教養は教育上尊重されるべきことを新たに規定するとともに、特定の

宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行ってはならないことを引き続き規定していま

す。 

第 15 条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活にお

ける地位は、教育上尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活

動をしてはならない。 

 

第３章 教育行政 

教育行政 

教育は、不当な支配に服することなく、法律の定めるところにより行われるべきことを規定

するとともに、国、地方公共団体の役割分担や必要な財政措置について新たに規定していま

す。 

第 16 条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところ

により行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及

び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策

を総合的に策定し実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に

関する施策を策定し、実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措

置を講じなければならない。 
 

教育振興基本計画 

本条を新設し、国・地方公共団体が総合的かつ計画的に教育施策を推進するための基本計画

を定めることについて規定しています。 

第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育

の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項につ

いて、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体に

おける教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければなら

ない。 

 

第４章 法令の制定 

法令の制定 

この法律の諸条項を実施するため、必要な法令を制定することについて規定しています。 

第 18 条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければな

らない。 

※2006（平成 18）年 12 月 22 日（公布の日）から施行。 
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３ 三好市教育大綱   
 

平成29年６月27日 

１ 三好市教育の基本理念 

「郷土
ふるさと

を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創造」 

三好市は豊かな自然に恵まれ、地域が誇る伝統芸能や文化財が数多く現存しています。こうした

自然や伝統的文化財を次の時代に継承発展させるためには、まず、郷土
ふるさと

を愛し、郷土
ふるさと

に誇りをもて

る市民の育成が重要です。 

また、これからの時代を展望した時、すべての市民が生涯にわたって自ら学び、豊かで充実した

人生を送ることができる生涯学習社会の実現が求められます。そのためには、それぞれの学習ニー

ズや「学び」の状況に応じた教育が展開できるように、生涯学習の視点に立った教育理念のもとで

教育を推進する必要があります。 

２ 三好市教育の基本目標 

「一人ひとりが輝く、活力ある教育の推進」 

三好市総合計画では、三好市の将来像を「自然が生き活き、人が輝く交流の郷三好市」と定

めています。 

これは、三好市の豊かな自然と多くの歴史的文化遺産、そして、恵まれた観光資源を活かし

ながら、自然と人が共に生き、かつ共に活かされる郷土
ふるさと

づくりを目指したものです。 

そのため教育面においても、安心、安全でゆとりと潤いのある学習環境の中で、一人ひとり

の「学び」の意欲を高めながら、自らの個性や能力を磨くことのできる教育の展開が求められ

ます。その場合、家庭教育、学校教育、社会教育の三者が「支え合い」、「助け合い」、「つ

ながり合い」の連携・協力によって、共に相乗効果を図りながら、それぞれの教育力を向上さ

せる、活力ある教育の取り組みが重要となります。 

３ 三好市教育の基本方針 

三好市では、これから目指すべき教育の柱を「生涯学習」、「学校教育」、「教育環境」の３つ

と定め、実態を踏まえながら、地域の特性を生かした魅力ある教育を推進します。 

（1）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

市民が生涯を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」が「いつまでも」学び、社

会参加できる生涯学習社会の実現を目指します。 

（2）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

「豊かな心」、「確かな学力」、「健やかな体」等の「生きる力」の育成を図るため、地域の

特性を生かした特色ある学校づくりを推進します。 

（3）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

安心、安全に学べる教育施設の整備と教育の質を高めるための教育環境の整備・充実を推進し

ます。  

３ 
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４ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（抜粋）  
 

第一章 総則 

（この法律の趣旨） 

第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共

団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 

（基本理念） 

第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の趣旨

にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られ

るよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

（大綱の策定等） 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、

その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第

一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行す

る権限を与えるものと解釈してはならない。 

（総合教育会議） 

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並

びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるも

のとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図

るため重点的に講ずべき施策 

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見

込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 地方公共団体の長 

二 教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 

４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公

共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。 

５ 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識

経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会

議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限

りでない。 

４ 
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【参考】文科省

７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、

その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、そ

の調整の結果を尊重しなければならない。 

９ 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。 
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５ 三好市教育振興計画審議会条例 
 

平成29年３月23日 

条例第６号 

（設置）  

第１条 教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項の規定に基づき、教育の振興のための

施策に関する基本的な計画を策定するにあたり、必要な事項を調査審議するため、三好市教育振

興計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

 

（所掌事務）  

第２条 審議会は、三好市教育振興計画の策定に関し、必要な調査と審議を行い、三好市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）に答申するものとする。  

 

（組織）  

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者  

（２） 学校教育の関係者 

（３） 社会教育の関係者 

（４） 公募による市民 

（５） その他教育委員会が必要と認める者 

 

（任期）  

第４条 委員の任期は、答申までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項第２号の委員がその職を失った場合は、任期中でも委員

の職を失うものとする。 

 

（会長及び副会長）  

第５条 審議会に、会長１人及び副会長１人を置く。  

２ 会長は委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は会務を総括し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議）  

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最

初の会議は教育長が招集する。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。  

 

５ 
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３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 会長は、必要に応じ委員以外の出席を求め、意見を聴収することができる。 

５ 会議は、原則として公開とする。 

 

（庶務）  

第７条 審議会に関する庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

 

（その他）  

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

 

附 則  

この条例は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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６ 三好市教育振興計画策定経緯  
 

＜2017（平成 29）年度＞ 

2017（平成 29）年 ８月 10 日～９月８日  公募委員募集 

2017（平成 29）年 11 月 27 日 審議会委員任命 15 名（うち公募委員２名） 

2017（平成 29）年 11 月 27 日 第１回三好市教育振興計画審議会（趣旨及び各種調査説明） 

2017（平成 29）年 12 月 26 日～2018（平成 30）年１月 19 日  意識調査実施 

2018（平成 30）年 ３月 14 日 教育関係者ヒアリング実施 

2018（平成 30）年 ３月 19 日 第２回三好市教育振興計画審議会（各種調査報告、諮問） 

 

 

＜2018（平成 30）年度＞ 

2018（平成 30）年 ５月 28 日～ ６月 10 日  教育に関する活動者調査実施 

2018（平成 30）年 ８月 27 日 第 1 回審議会（骨子案検討） 

2018（平成 30）年 11 月 14 日 第２回審議会（素案検討） 

2018（平成 30）年 12 月 21 日 第３回審議会（素案検討） 

2019（平成 31）年 ３月 14 日 第４回審議会（素案承認） 

2019（平成 31）年 ３月 14 日 第２期三好市教育振興計画答申 

2019（平成 31）年 ３月 25 日 第２期三好市教育振興計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 
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７ 三好市教育振興計画審議会委員  
 

氏名 所属（役職等） 備考 

伊 原 清 幸 三好市スポーツ少年団本部長 2017・2018 年度委員 

大 泉 真二郎 三好市社会教育委員長 2017・2018 年度委員【会長】 

大 西 厚 志 幼稚園ＰＴＡ会長 2018 年度委員 

岡   広 美 幼稚園ＰＴＡ会長 2017 年度委員 

合 田 幸 代 市民公募委員 2017・2018 年度委員 

坂 田 和 哉 阿波池田青年会議所理事長 2018 年度委員 

杉 平 美 和 市民公募委員 2017・2018 年度委員 

武 井 智 文 保育所・認定こども園会長 2018 年度委員 

竹 内 大 介 小学校ＰＴＡ会長 2018 年度委員 

多 田 尚 起 中学校ＰＴＡ会長 2018 年度委員 

原   卓 志 学識経験者（鳴門教育大学教授） 2017・2018 年度委員 

福 田 博 子 三好市婦人団体連合会会長 2017 年度委員 

松 丸 忠 仁 学識経験者（教育行政） 2017・2018 年度委員 

真 鍋 順 紀 三好市文化協会会長 2017・2018 年度委員 

三 宅 健 一 保育所・認定こども園会長 2017 年度委員 

向 井 敬 治 学識経験者（学校教育） 2017・2018 年度委員【副会長】 

村 中 将 治 阿波池田青年会議所理事長 2017 年度委員 

八 木   治 中学校ＰＴＡ会長 2017 年度委員 

山 田 京 子 三好市婦人団体連合会会長 2018 年度委員 

山 西   茂 小学校ＰＴＡ会長 2017 年度委員 

湯 藤 章 皓 三好市人権教育推進協議会会長 2017・2018 年度委員 

※50 音順、敬称略 
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